
２０２３年度 第１回町田市障がい者施策推進協議会 次第 

２０２３年６月２９日（木）１８時３０分～２０時３０分 

町田市庁舎１０階 １０－３、１０－４，１０－５会議室  

【１】開会 

 

【２】報告事項 

（１）２０２３年度町田市障がい者施策推進協議会の開催予定 

（２）（仮称）町田市障がい者差別解消条例の制定に向けた検討状況について 

 

【３】議事 

（１）町田市障がい者プラン２１－２６ 重点施策における２０２２年度実績の振返りについて 

 

【４】その他 

 

【５】閉会 

 

送付資料 

資料１  町田市障がい者施策推進協議会委員名簿・事務局職員名簿 

資料２  ２０２３年度町田市障がい者施策推進協議会の開催予定 

資料３－１ （仮称）町田市障がい者差別解消条例の制定に向けた検討状況について 

資料３－２ （仮称）障がい者差別解消条例検討部会 委員名簿 

資料３－３ 第１回及び第２回部会の議事要旨 

資料３－４ 市民アンケート調査の実施結果 

資料３－５ 事業者向けアンケート調査の実施結果 

資料４－１  町田市障がい者プラン２１－２６ 重点施策における２０２２年度実績 

資料４－２  計画の振返りについての各部会からの意見（町田市障がい者プラン２１－２６  

 重点施策における２０２２年度実績について） 

 

次回の協議会について 

 

２０２３年度 第２回町田市障がい者施策推進協議会 

日程：２０２３年８月２２日（火） 

時間：１８時３０分～２０時３０分 

場所：町田市庁舎２階 会議室２－１ 



資料１

所属 役職 氏名

会長 学校法人　東洋英和女学院大学 名誉教授 石渡　和実

委員 学校法人　桜美林学園 健康福祉学群　准教授 谷内　孝行

委員 学校法人　法政大学 現代福祉学部　教授 佐藤　繭美

委員 学校法人　桜美林学園 健康福祉学群　教授 小泉　広子

委員 町田市医師会 理事 中川　種栄

委員 町田市歯科医師会 副会長 松﨑　重憲

委員 まちされん 会長 小野　浩

委員 町田市社会福祉法人施設等連絡会 副代表 藤井　雅巳

委員 社会福祉法人　町田市社会福祉協議会 常務理事 叶内　昌志

委員 堺地域障がい者支援センター センター長 刑部　輝

委員
町田市障がい者
就労・生活支援センターりんく

センター長 藤本　英理子

委員
町田ヒューマンネットワーク
まちだ在宅障がい者 チェーンの会

理事長 堤　愛子

委員 町田市身体障害者福祉協会 会長 風間　博明

委員 町田市聴覚障害者協会 𠮷本　茂人

委員 町田市障がい児・者「親の会」連絡会 会長 土田　由紀子

委員
特定非営利活動法人
町田市精神障害者さるびあ会

本部委員 飯長　喜一郎

委員 町田市民生委員児童委員協議会 鶴川第一地区会長 荻野　淳子

委員 町田商工会議所 常議員 陶山　慎治

委員 東京都立町田の丘学園 主幹教諭 萩原　秀朗

委員 町田公共職業安定所 所長 佐々木　暢

町田市障がい者施策推進協議会委員名簿　（2023年6月時点）



氏名

金子　和彦

桒原　康二

山口　庸介

松田　泰幸 

鈴木　崇之

藤田　信行

有田　和子

増田　謙一郎

阿部　勝也

磯村　章彦

藤川　亜衣

樋口　杏奈

勝野　早百合

氏名

由谷

森本

中山

地域福祉部　障がい福祉課　福祉係　係長

町田市　障がい福祉課　事務局職員名簿

地域福祉部　障がい福祉課　支援係　係長

地域福祉部　障がい福祉課　総務係　係長

地域福祉部　障がい福祉課　担当課長

地域福祉部　障がい福祉課　課長

所属・役職

事務局担当者

地域福祉部障がい福祉課　総務係

地域福祉部　障がい福祉課　総務係　担当係長

地域福祉部　障がい福祉課　支援係　担当係長

地域福祉部　障がい福祉課　福祉係　担当係長

地域福祉部　障がい福祉課　支援係　担当係長

地域福祉部　障がい福祉課　福祉係　担当係長

地域福祉部　障がい福祉課　支援係　担当係長

地域福祉部　障がい福祉課　支援係　担当係長

地域福祉部　障がい福祉課　支援係　担当係長



資料２

日時 内容（案）

第1回 6月29日

・2023年度町田市障がい者施策推進協議会の開催予定について
・（仮称）町田市障がい者差別解消条例の制定に向けた検討状況について
・町田市障がい者プラン21-26（重点施策）の2022年度実績について
・障がい者差別解消条例制定に向けた検討体制について

第2回 8月頃

・町田市障がい者プラン21-26（障がい福祉事業計画）2022年度実績の振返り
・「町田市障がい者プラン21－26（後期計画）」の検討状況の報告
・（仮称）町田市障がい者差別解消条例の検討状況の報告
・2022年度障がい者虐待・差別の状況及び取組み

第3回 11月頃
・町田市障がい者プラン21-26（重点施策）2023年度上半期中間報告
・パブリックコメントの実施結果について
・「町田市障がい者プラン21－26（後期計画）」の市民公聴会用素案の検討

第4回 2月頃
・各部会からの活動報告
・「町田市障がい者プラン21－26（後期計画）」答申計画案の承認

※　その他、各部会からの報告事項等があれば、随時協議会でも取り上げます。

2023年度　町田市障がい者施策推進協議会の開催予定



障がい者施策推進協議会 障がい者計画部会 他の部会 （仮称）障がい者差別解消条例検討部会

2023年

4月

第1回　条例部会（4/24）

[議題①～④]条例の方向性と考え方

　（条例の名称/前文/目的/基本理念/定義）

・市民アンケートの実施について

5月

第1回　全体会①（5/30）

町田市障がい者プラン21-26（重点施策）

2022年度実績の振返り

第1回　就労・生活支援部会（5/22）

町田市障がい者プラン21-26（重点施策/障が

い福祉事業計画）2022年度実績の振返り

第1回　相談支援部会（5/30）

町田市障がい者プラン21-26（重点施策/障が

い福祉事業計画）2022年度実績の振返り

第2回　条例部会（5/22）

[議題①]関係者の責務・役割について

[議題②]障がいを理由とする差別の禁止につい

て

[議題③]合理的な配慮について

・市民アンケートの結果について

・事業者向けアンケート調査の進捗報告

6月

第1回　協議会（6/29）

・町田市障がい者プラン21-26（重点施策）

2022年度実績の振返り

・（仮称）町田市障がい者差別解消条例の検討

状況の報告

第2回　作業部会①（6/26）

・町田市障がい者プラン21-26（障がい福祉

事業計画）2022年度実績の振返り

・国の指針の共有

第3回　条例部会（6/21）

[議題①]相談体制について

[議題②]（仮称）障がい者差別解消支援協議会

について

・事業者向けアンケート調査の結果報告

・パブリックコメントの実施について

第3回　作業部会②（7/20）

後期計画の内容検討（見込量について①）

第4回　全体会②（7/27）

・後期計画の内容検討（重点施策について

①）

・作業部会の進捗報告

8月

第2回　協議会（8/22）

・町田市障がい者プラン21-26（障がい福祉事

業計画）2022年度実績の振返り

・後期計画検討状況の報告

・（仮称）町田市障がい者差別解消条例の検討

状況の報告

・2022年度障がい者虐待・差別の状況及び取

組み

第2回　就労・生活支援部会（8/17）

第2回　相談支援部会（予定）

第5回　作業部会③（9/7）

後期計画の内容検討（見込量について②）

第6回　全体会③（9/20）

・後期計画の内容検討（重点施策について

②）

・町田市障がい者プラン21-26（重点施策）

2023年度中間報告

10月
第4回　条例部会（予定）

・パブリックコメントを踏まえた最終検討

11月

第3回　協議会（予定）

・町田市障がい者プラン21-26（重点施策）

2023年度上半期中間報告

・パブリックコメントの実施結果について

・後期計画公聴会用素案の検討

・（仮称）町田市障がい者差別解消条例につい

ての市長への答申

12月

2024年

1月

第7回　全体会④（予定）

・市民公聴会結果報告

・答申計画案の作成

第3回　就労・生活支援部会（予定）

第3回　相談支援部会（予定）

第5回　条例部会（予定）

・条例施行後の取組みについて

2月

第4回　協議会（予定）

・各部会からの活動報告

・「町田市障がい者プラン21－26（後期計

画）」についての市長への答申

3月

4月

7月

9月

■　協議会及び各部会の開催スケジュール

「町田市障がい者プラン２１－２６（後期計画）」開始

「町田市障がい者プラン21－26

（後期計画）」素案に関する

市民公聴会の実施

（仮称）町田市障がい者差別

解消条例に関するパブリックコ

メントの実施

「（仮称）町田市障がい者差別解消条例」制定



資料３－１ 

1 

 

（仮称）障がい者差別解消条例の制定に向けた検討状況について 

（１）条例目的・基本理念 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）責務と役割 

 

 

 

 

 

 

（２）責務と役割 

 基本理念に則り、市、事業者及び市民等の責務及び障がい者等の役割を定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

条例 

目的 

障がいを理由とする差別の解消に関し、基本理念を定め、市、事業者及び市

民等の責務並びに障がい者等の役割を明らかにするとともに、障がいを理由

とする差別の解消に関する取組みについて必要な事項を定めることにより、

すべての人が、障がいの有無にかかわらず、互いに人格と個性を尊重し合

いながら共生する社会の実現に寄与することを目的とする。 

基本 

理念 

障がいを理由とする差別を解消するための取組みは、次に掲げる事項を基本

理念として推進しなければならない。 

全ての人は、障がいの

有無にかかわらず、等

しく基本的人権を享有

するかけがえのない個

人としてその尊厳が重

んじられ、かつ、その

尊厳にふさわしい生活

を保障されること。 

①基本的人権の尊重 

障がいを理由とする差

別の多くが障がい者に

対する誤解や偏見は、

理解の不足等から生じ

ていることを踏まえ、

障がい、障がい者及び

障害の社会モデルにつ

いて理解を深めるこ

と。 

②理解の促進 

障がい者も障がいがな

い者も、それぞれの立

場を理解し、建設的対

話のもと相互に協力し

ていくこと。 

③相互協力 

市の責務 

・市は、障がいを理由とする差別の解消を推進するために必要な施策を計画的かつ継

続的に実施しなければならない。 

・市は、前項に規定する施策の実施に必要な体制の整備を図るとともに、障がい、障

がい者及び障害の社会モデルに関する理解の促進を図るための啓発を行わなければ

ならない。 

・市は、市職員に対し、障がい、障がい者及び障害の社会モデルについての理解を深

めるための取組みを行わなければならない。 
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（３）差別の解消 

不当な差別的取扱いの禁止と合理的な配慮に関する内容について、「障害者差別解消法」

及び「東京都障害者差別解消条例」で定める対象範囲を拡大（横出し）して制定すること

で、差別の解消を図ります。 

  不当な差別的取扱いの禁止 合理的な配慮 

障害者差別解消法 
行政機関・事業者 

行政機関は法的義務 

事業者は努力義務 

（２０２４年４月から法的義務） 

（国民についての規定なし） （国民についての規定なし） 

東京都条例 
都・事業者 都・事業者は法的義務 

（都民についての規定なし） （都民についての規定なし） 

町田市条例（案） 市、事業者、市民【横出し】 
市・事業者は法的義務 

市民は努力義務 【横出し】 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業者の責務 

事業者は、次に掲げる事項を行うよう努めなければならない。 

・障がい、障がい者及び障害の社会モデルについて主体的に理解を深めること。 

・障がいを理由とする差別の解消の推進に取組むこと。 

・市が実施する障がいを理由とする差別の解消の推進に関する施策に協力すること。 

・従業者に対し、障がい、障がい者及び障害の社会モデルに関する意識の啓発を図る 

こと。 

障がい者等の役割 

・障がい者及びその支援者は、社会的障壁の除去の適切な実施のため、障がいを理由

とする困難又は必要な配慮の内容について発信するよう努めなければならない。 

市民等の責務 

・市民等は、次に掲げる事項を行うよう努めなければならない。 

・障がい、障がい者及び障害の社会モデルについて主体的に理解を深めること。 

・市又は事業者が実施する、障がいを理由とする差別を解消するための取組みに協力 

すること。 
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（４）相談体制・紛争解決 

障がいを理由とする差別に関する相談に対応するため、専門相談員を配置し、事実確認

や調整等を行い、当事者間での建設的対話による解決を図ります。それでも解決に至らな

かった場合は、条例に基づき以下３～６の手続きを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障がいを理由に差別をされたり、困ったこと

があったら、障がい福祉課または地域の障が

い者支援センターに相談ができます。 

相談を受けた市は、事実の確認・調査をしま

す。また、必要に応じて情報の提供、関係者

間の調整、専門の窓口の紹介などを行いま

す。 

④市長 

市長は、「（仮称）町田市障がい者差別解消支

援協議会」に、助言又はあっせんの適否やそ

の内容（解決方法）について諮問します。 

市長は、障がいを理由とする差別を行ったと

認められた者に対して、助言又はあっせんを

行います。 

⑤助言又はあっせん 

障がいを理由とする差別を行ったと認められ

る者が正当な理由なく当該助言又はあっせん

に従わないときは、当該助言又はあっせんに

従うよう勧告することができます。勧告して

も正当な理由なく従わない場合、勧告内容を

公表することができます。 

⑥勧告及び公表 

条例に基づく紛争解決のための手続きは、 

以下、「３助言又はあっせんの申立て」から「６勧告及び公表」までです。 

③助言又はあっせんの申立

て 
相談者が相談しても解決しないときは、市長

へ助言又はあっせんの申立てができます。 

 相談窓口 

市内地域５カ所に設置されている

障がい者支援センターも相談窓口

とすることで、相談しやすい体制

にします。 

相談に応じて、専門的に事案の

解決又は改善を図るため、障が

い福祉課に専門相談員（会計年

度任用職員）を配置します。 

 専門相談員の配置（想定） 

条例に基づき設置される市長の

附属機関 

<協議会の役割> 

・市長からの諮問に応じ、

調査審議し答申 

・障がいを理由とする差別

を解消するために必要な

施策及び取組みの検討、

実施状況の確認及び提言 

協議会の委員構成 

・障がい者 

・関係行政機関 

・事業者 

・学識経験者 

・法曹関係者 

・福祉関係者 など 

答申 

紛

争

解

決

の

仕

組

み 

① 相談 

②事実の確認・調査 

（仮称）町田市障がい者
差別解消支援協議会 

諮問 
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（４）スケジュール 

 
 

 

（仮称）障がい者差別
解消条例検討部会

障がい者施策推進協議会 事務局 議会

2023年2月 第4回協議会（2/21）

市長から町田市障がい
者施策推進協議会へ条
例制定の検討について
諮問

3～5月 第1回・第2回検討部会

6月 第3回検討部会（6/21） 第1回協議会（6/29） 経営調整会議
行政報告
パブリックコメントの
実施について

7月 経営会議

8月
第2回協議会
（日時未定）

9月
パブリックコメントの
実施（9/1～9/29）

10月
第4回検討部会
（日時未定）

11月

第3回協議会
（日時未定）

12月
行政報告
パブリックコメントの
実施・結果報告

2024年1月
第5回検討部会
（日時未定）

第4回協議会
（日時未定）

2月

3月 条例案を議会へ上程

～9月

10月

条例検討結果

の報告

町田市障がい者施

策推進協議会から

市長へ答申

条例

周知期間

2024年10月1日 施行
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（５）体系図 

 

第１３条　（助言又はあっせん）

第１２条　（事実の調査）

（施行期日）
令和６年１０月１日施行

第６条　（市民等の責務）

第７条　（障がい者等の役割）

附則

第３条　（基本理念）

第１６条　（委任）

第４条　（市の責務）

第５条　（事業者の責務）

（６）障がいを理由とする差別

第１４条　（勧告及び公表）

（７）市民等

第１５条　（協議会の設置）

（３）障害の社会モデル

（４）不当な差別的取扱い

（５）合理的な配慮

第２条　（定義） 第９条　（合理的な配慮）

（１）障がい者 第１０条　（相談等）

（２）社会的障壁 第１１条　（助言又はあっせんの申立て）

（仮称）町田市障がい者差別解消条例

体　系　図

第１条　（目的） 第８条　（不当な差別的取扱いの禁止）



資料3－2

2023年4月24日時点

No. 役職 区分 氏名

1 部会長 学識経験者 石渡　和実

2 委員 学識経験者 谷内　孝行

3 委員 福祉関係団体（施設） 小野　浩

4 委員
当事者（肢体）
福祉関係団体

堤　愛子

5 委員 学識経験者 宮島　美彩

6 委員 福祉関係団体（社協） 仲泊　昌仁

7 委員 地域代表（支援側） 荻野　淳子

8 委員 福祉関係団体（親の会） 土田　由紀子

9 委員 福祉関係団体（精神） 青山　信幸

10 委員 福祉関係団体（精神） 生田　直子

11 委員 当事者（聴覚） 浅野　直樹

12 委員 当事者 風間　博明

13 委員 経済関係団体 陶山　慎治

14 委員 公共交通機関 松本　大造

15 委員 教育 鈴木　和宏

学校法人　桜美林大学

まちされん

町田ヒューマンネットワーク
まちだ在宅障がい者チェーンの会

（仮称）障がい者差別解消条例検討部会　委員名簿

学校教育部教育センター担当課長

社会福祉法人コメット

町田市聴覚障害者協会

町田市身体障害者福祉協会

町田商工会議所

神奈川中央交通株式会社

宮島法律事務所

社会福祉法人町田市社会福祉協議会

町田市民生委員児童委員協議会

町田市障がい児・者「親の会」連絡会

町田市障がい者就労・生活支援センター
Let's

推薦団体・所属

東洋英和女学院大学
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第１回及び第２回条例部会の議事要旨 

※（仮称）障がい者差別解消条例検討部会を以下、条例部会とする。 

◼ 第1回条例部会（2023年 4月 24日（月） 18 時 30分から 20時 30分） 

【報告事項】 

（仮称）障がい者差別解消条例検討部会の役割及びスケジュールについて（資料 2） 

 

資料２について意見なし 

 

 

 

【議事】 

（１） 条例の方向性と考え方（条例の名称／前文／目的／基本理念／定義）（資料 3、4-1、4-2） 

（２） 市民アンケートについて（資料 5-1、5-2） 

※いただいたご意見を参考に法制課と相談しながら条例素案を検討します。 

 

 

 

 

委員 意見内容 事務局 今後の対応 

部会長 市民等の等はどういった意味か。 
市民だけでなく市域に訪れる人

も含め市民等としています。 
 

仲泊

委員 

資料 3の 6．専門相談員の配置に

ついて、どういった方を想定してい

るか。 

財務的な問題も含めて確定では

ないが、福祉職歴が長い人や権

利擁護関係に携わっている専門

的知見を有している方を想定し

ています。 

今後の部会にて検討し

ます。 

浅野

委員 

ろう者、難聴者にも対応できる専門

相談員を配置してほしい。 

 

【後日意見】 

部会での意見に説明が足りなかっ

た。ろう者、難聴者に対応できる専

門相談員ではなく、ろう者の専門相

談員を配置してほしい。耳が聞こえ

る手話通訳者よりも同じろう者の方

が相談しやすく、理解してもらえる。 

検討はこれからのため、意見と

して承ります。 

他自治体では社会福祉士などを

採用条件としているところもあり

ます。 

今後の部会にて検討し

ます。 

 

 

 

 

発言順 

（後日意見含む） 
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委員 意見内容 事務局 今後の対応 

陶山

委員 

商工会のメンバーとの会話で商業

部会、飲食部会では差別をしてしま

ったことがあるかといったアンケー

トをするなどきっかけを作りたいと

考えている。差別をしてしまってい

る側へのアンケートを実施していた

だきたい。差別してしまった事例に

対してどのような合理的な配慮が

できたのかなど、合理的な配慮に

ついての研修等も含めて実施して

いければ良いと考える。 

差別をしてしまっている側が、なぜ

差別をしてしまっているのか知らな

いことがある。商工会の部会長名

でのアンケート実施はおそらく可能

である。相互理解のためには、勧

告・公表が先行しないように気を付

けなければならない。 

条例ができたときには、商工会に

周知していきたいが、事業者側の

意見をあまり聞かずに条例を作り

上げてほしくない。 

事務局にて検討します。 
商工会議所と連携して

実施する予定です。 

宮島

職務

代理 

上記陶山委員の意見について 

アンケートを実施するのであれば

早めに実施したほうが良い。 

アンケート実施主体を商工会にし

たほうが回答しやすいのではない

か。 

商工会議所と調整します。 
第 2回部会で進捗報告

を行う予定です。 

青山

委員 

【後日意見】 

差別の種類や内容・程度などは、

世の中の情勢により多様に変わっ

ていくものと考える。社会情勢が変

化しても障がい当事者の方（町田

市民全般）への差別や生きづらさ

が起こらないための条例である趣

旨内容を前文に盛り込んだ方が良

いと考える。 

 

前文については、ご意見

も踏まえ、今後の部会で

検討します。 
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委員 意見内容 事務局 今後の対応 

青山

委員 

条例等を市民に周知する、浸透さ

せていくことがとても重要。市民み

んなが知っている条例にできるよう

な取組みができれば良いと考えて

いる。 

 

【後日意見】 

条例を作って終わってしまうことが

全国的にも多々見受けられる状況

を鑑みて、町田市として「差別解消

の日」を決めたり（難しいと思いま

すが）、イベントを年 1回開催する

など、継続的な啓蒙活動の検討が

できると良いと考える。形で終わら

ない実質的な効果を期待している。 

条例を浸透させていくことは大事な

ことと考えている。 

ご意見として承ります。 
今後、本部会で検討でき

るよう調整します。 

風間

委員 

資料 4の「目的」について 

障がい者の役割の「役割」とはどの

ようなものか。 

資料 3、「市、市民等及び事業者

の責務及び障がいがある人の

役割」に記載しています。相互

理解のために、どのような配慮

が必要かなどを障がいがない人

からも発信していただきたいと考

えています。詳細は 5月 22日

の第 2回条例検討部会にて責

務・役割について検討する予定

です。 

5月 22日の第 2回条例

検討部会にて責務・役

割について検討する予

定です。 

部会長 

障がいがある人から発信していた

だくことがとても重要で力があるこ

とと考える。 

 

ご意見として承ります。 

条例を市民等に浸透さ

せていくための取組みに

活かします。 
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委員 意見内容 事務局 今後の対応 

土田

委員 

障がいがある人は市民等に含まれ

ないのか。市民等の責務とは別に

「障がいがある人の役割」の規程が

あると、障がいがある人が分け隔

てられている感じがする。 

市民対障がい者という感じがする

ため、ほかの表現を検討いただき

たい。 

 

【後日意見】 

「障がいがある人の役割」の表現に

ついて、「障がい者の市民としての

役割」とした方が受け入れやすいと

思う。 

市は、分け隔てているという認

識はなく、障がい者も加害者に

なり得ると考えています。障がい

者も自身以外の障害種別に理

解が足りない場合もあると考え

ています。 

「障がいがある人の役

割」の表現については、

法制課とも調整のうえ検

討します。 

谷内 

委員 

障がいの「がい」が平仮名であるこ

とに違和感がある。権利条約や障

害の社会モデルを基準として条例

を検討するのであれば、「障害」と

漢字表記するべき。平仮名表記は

医学モデルとして認識せざるを得

ない。 

また、「障がいがある人」を「障害

者」と定義すべき。 

「障害」についても定義が必要と考

える。「障害/障がい」の表記によっ

て、定義の際に社会モデルのこと

なのか医学モデルのことなのか混

在してしまう。 

ご意見として承ります。 

「障害」「障がい」の表記

については、障がい者

計画プラン 21-26にて

定めているとおり、「ひ

と」について使用する場

合は「障がい」とすること

とします。ただし、法令や

町田市以外の地方公共

団体条例・規則などに基

づく制度、施設名、ある

いは団体等の固有名詞

についてはそのままの

表記とします。 

風間

委員 

当事者としては、「障がい」と平仮

名表記にすることは差別意識があ

るから平仮名表記にしているので

はないか。法律では平仮名表記は

無い。「障害」と漢字表記にすべ

き。 

ご意見として承ります。 同上 
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委員 意見内容 事務局 今後の対応 

土田

委員 

「障害」「障がい」のどちらでも差別

がなくサービスが受けられれば良

いと考える。法令ということを鑑み

れば「障害」という漢字表記でも良

いのではないか。 

 

【後日意見】 

「障害」「障がい」の表記について

は、熟考した結果、町田市の特色

でもある「障がい」表記の方が適当

だと思う。医学モデルから人権モデ

ルへという観点からも「障がい」表

記がふさわしいと思う。 

ご意見として承ります。 
前頁、谷内委員への回

答に同じ 

宮島

委員 

条例においても当事者を指し示す

ときに「障がい者」と平仮名表記に

していただきたい。 

ご意見として承ります。 同上 

荻野

委員 

当事者を指し示す表記としては「障

がい者」という平仮名表記の方が

良いと考える。 

ご意見として承ります。 同上 

小野

委員 

今までの共通認識で作り上げてき

た町田市における「障がい」の平仮

名表記でも良いと考える。 

 

障害者権利条約の日本に対する

総括所見の和訳を参考資料として

委員へ配布してほしい（第１条～第

４条） 

ご意見として承ります。 同上 

小野

委員 

協議会でも意見があった、条文自

体がわかりやすい自治体があるの

か。 

 

条文がわかりやすくできなかったと

しても、前文は誰もがわかりやすい

ものが良い。 

国立市は平仮名での表現を軸と

した条文となっています。 

前文は今後の部会で検

討します。 
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委員 意見内容 事務局 今後の対応 

陶山

委員 

「市を除く」とは、市民サービスを提

供する公共の場所は市の定義にど

こに含まれるのか。 

市を除くと記載しているが、市

は、市としての責務を定めるた

め、事業者と分けて考えていま

す。 

次回の部会には、条例

検討状況を知ってもらう

ために庁内関連部署も

事務局として会議に出

席予定です。 

土田

委員 

市民ちょこっとアンケート 

障がいがある人もない人もという割

には、障がいがない人にはあまり

聞かない内容と感じる。 

ご意見として承ります。 

９月にパブリックコメント

を実施し、広く市民の声

を聴く機会を設けます。 

谷内

委員 

市民ちょこっとアンケート 

性別の選択肢について、男性・女

性・無回答となっているが、「その

他」を入れた方が良いのではない

か。 

 

「身近に障がいがある人がいるか」

という設問については、障がいがあ

る人との関係性を別の設問として

聞いた方が良いのではないか。 

不当な差別・合理的な配慮につい

ての設問を検討すべき。 

設問の構成については確認しま

す。 

設問の構成や選択肢を

一部修正しました。 
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◼ 第２回条例部会（ 2023年 5月 22日（月） 18 時 30分から 20時 30分） 

【報告事項】 

（１）第 1回条例部会の振り返り（事務局） 

（２）市民アンケートの取組状況について（事務局） 

（３）商工会議所アンケートの取組状況（陶山委員） 

商業部会、飲食部会、サービス業部会に依頼している。今後、合理的な配慮の勉強会を実施でき

たら良いと考えている。5/26 までには回収し、5/31 までには集計できるよう進めている。条例施行

後に他人事ではなく、当事者意識をもってサービスを提供していけるようにしていきたいと考えてい

る。 

 

委員 意見 事務局 今後の対応 

堤委員 報告事項（１） 

障がい者の役割は重視したい内容である。「障が

い者の役割」は条例目的に記載してほしい。 

意見として伺います。 第 1回部会にて

いただいた意見

も踏まえ法制課

と検討します。 

小野委員 報告事項（１） 

条例名称について、自身が提案した表現を訂正す

る。 

【訂正前】 

資料 1‐2 ③町田市誰もがともに生きる社会づくり

のための障がい者差別をなくす条例 

 

【訂正後】 

③誰もがともに生きる社会をつくるための障がい

者差別をなくす町田市条例 

条例名称については改

めて事務局から提案しま

す。 

町田市の条例

名は通例上「町

田市」から始ま

ることを法制課

に確認しました

ので、引き続き

訂正前のものを

条例案とさせて

いただきます。 

堤委員 報告事項（１） 

資料 1-2 前文 

3段落目は障害の社会モデルについて記載してい

るが、障害の社会モデル重要なことのためもう少

し嚙み砕いて、読み手が理解しやすい表現で記載

してほしい。 

5 番 追加→障がいがある人もない人も自らが選

んだ地域で自らが選んだ人と生活し社会参加をし

余暇を楽しむ権利を持っています。（具体的な言

葉で） 

前文の内容については

改めて事務局から提案し

ます。 

前文の内容に

ついては第 3回

条例部会にて

提示します。 

土田委員 報告事項（２） 

当初の内容よりも深堀した内容で、短い期間でた

くさんの人から意見をもらえて良かった。 

 ご意見ありがと

うございました。 

浅野委員 報告事項（２） 

コミュニケーションについての質問や聴覚障がい

についての質問がなかったことが残念だ。 

 ご意見ありがと

うございました。 
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委員 意見内容 事務局 今後の対応 

小野委員 報告事項（３） 

対象会社数はどの程度か。 

（陶山委員） 

３部会から約 30 社ずつ

回答をもらいたいと考え

ている。 

配布は 2,000 者ほど。商

業部会（小田急デパー

ト、東急、ルミネ、マルイ）

は全テナントごとの回答

ではない（時間的制約に

よる） 

第3回条例部会

でアンケート調

査の結果報告

をいたします。 

生田委員 【後日意見】 

報告事項（１）資料 1-2 前文 2段目について 

総合体育館、リス園やダリア園は町田市の特徴だ

と思うが、それだけだと少し慈善的な印象を受け

る。教育の場や障がい者雇用の変化及び環境整

備なども加筆するとよいのではないか。 

  前文の文章が

冗長にならない

よう、施策の詳

細については逐

条解説で説明し

ます。 

風間委員 【後日意見】 

（条例名称案） 

・「障がいのある人もない人も気持ちよく暮らすた

めの条例」 

・「障がいのある人もない人も心地よく暮らすため

の条例」 

難しい言葉をなくし、冒頭に「町田市」があると地

域限定に解され本来の趣旨から外れるため、「町

田市」を削除した。  

 町田市の条例

名は「町田市」

から始まること

が通例となって

います。名称案

は、事務局で検

討し、第３回部

会で決定しま

す。 

堤委員 【後日意見】報告事項（１） 

（定義）第 2条（３）障害の社会モデル 

現在の本文に続けて以下の文言を追加する。 

「例えば、車いすを利用している障がい者の社会

参加が困難なのは、その障害に起因するのでは

なく、階段や狭い通路などの障壁があるためであ

る。「社会モデル」に対応する言葉として「医学モ

デル」という言葉があるが、これはリハビリテーショ

ンや治療を通じて、障がいを持った個人の障がい

を軽減、治癒させることで社会参加を容易にさせ

ようという考え方である。現在では、国際的にも

「障がいを持ったまま」で社会参加できる「社会モ

デル」の考え方が主流になっている。」 

・条例名称について、長いけど「①町田市障がい

者差別をなくし障がいがある人もない人もお互い

を尊重しともに理解しあえるまちをつくる条例」が

良いと思う。 

 条文上には「障

害の社会モデ

ル」の具体的な

例示はしません

が、逐条解説や

リーフレット等で

わかりやすく説

明する予定で

す。 

条例名称につ

いては、事務局

で検討し、第３

回部会で決定し

ます。 
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【議事】 

議題１ 関係者の責務・役割について 

委員 意見内容 事務局 今後の対応 

小野委員 

市の責務第 1項と第 2項を比べ、第 2項には「障

害の社会モデル」の文言が抜いたのは何か意図

があるのか。社会モデルを入れても問題ないので

は。 

 

石渡部会長：第 2項にも「障害の社会モデル」とい

う文言を追記することでよいか。 

 

障がいは社会的障壁によって生じているため、

市・事業者の責務にも障害の社会モデルへの理

解について明記すべき。 

意図して「障害の社会モ

デル」という文言を記載し

ていないということではあ

りません。「障害の社会

モデル」という文言を入

れるよう表現を検討しま

す。 

「障害の社会モ

デル」の文言を

加入し修正しま

す。 

職務代理 

第 4条第 1項の表現がわかりにくい。「なくすこと

を推進するために」という表現の方がわかりやす

いのではないか。 

第 4条第 2項、市が行う取組みを実施する際は、

障がい者に対する合理的な配慮に知見が深い職

員が携わることを規定できないか。 

声が挙げられない人の意見も拾い上げらるような

条項を盛り込んでいただきたい。職員が声を拾い

上げる義務があるという条文にしてほしい。 

社会情勢や障がい福祉

施策は時代により変遷す

るため、条例自体は個別

具体的な規定はいたしま

せん。具体的な取り組み

については、計画の中で

定めていきます。条項や

文言については検討しま

す。 

第 1項はご指

摘の通り修正し

ます。第 2項は

市職員の障が

いに関する知識

が平準化できる

取組みを推進し

ます。 

堤委員 

事業者及び市の責務に追加として、 

「取組みを行う際には可能な限り当事者及び関係

者の意見を聞くよう努めなければならない」のよう

な規定をしていただきたい。障がい者及びその関

係者の意見を聞いたうえで取組みを進めていただ

きたい。 

社会情勢や障がい福祉

施策は時代により変遷す

るため、条例自体は個別

具体的な規定はいたしま

せん。具体的な取り組み

については、計画の中で

定めていきます。条項や

文言については検討しま

す。 

条文としては規

定しませんが、

障がい者及び

その関係者の

意見を聞いたう

えで取組みが

進められるよう

にします。 

小野委員 

市の責務の第 2項について「理解を深めるための

取組み」ではなく、「理解しなければならない」にし

てはどうか。 

堤委員の「取組みを行う際には可能な限り当事者

及び関係者の意見を聞くよう努めなければならな

い」という意見には賛成だが、「可能な限り」は不

要と考える。 

 

主語が「市」で

あるため、市が

職員に対して障

がい理解を深

めるための取組

みを行うことを

責務とします。 
荻野委員 

法定義務にある者に関しては「～しなければなら

ない」といった強い文言で表現していただきたい。 
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委員 意見内容 事務局 今後の対応 

青山委員 

理解啓発に取り組むことを義務化しているとある。 

昨年のアンケートでは、学校教育で障がい者理解

が不足しているという意見があった。 

第 4条第 2項市の責務において、「市職員」だけ

でなく、「教員」含まれるような文言が記載されても

いいのではと考える。 

 

教育委員会と

調整しながら 

検討します。 

小野委員 

事業者の関連領域（医療、福祉、教育など）を広

げて考えた方が良い。 

教育現場において「障がい理解に関する取組みを

実施する」という規定ができたら非常に良いと考え

る。 

 

陶山委員 

事業者自体の合理的な配慮に関する取組みの指

針を決めるなど、踏み込んだ対応をしてもいいの

ではないか。条文に規定するのではなく、ひとつの

取組みの提案である。 

事業者の理解促進のた

めの取組みは、各事業

者に丸投げするのではな

く、事業者と共に検討し

ていきたいと考えていま

す。 

条文上に具体

的な取組み内

容の記載はしま

せんが、事業者

が合理的配慮

をしやるいよう

な取組みを第 5

回部会の中で

検討する予定で

す。 

松本委員 

理解を深めるための取組みとは、どのような取組

みのことか。この表現の趣旨はどのようなものか

事務局に聞きたい。 

どこまで何ができるのかといったことを事業者へ丸

投げされるのであれば、事業者毎に解釈して取り

組むことになる。 

堤委員 

第７条（障がい者等の役割）について、必要な配慮

の内容を「発信し、かつ」配慮しようとするものと共

有するよう努めなければならない、としていただき

たい。障がい者「等」は残してほしい。 

 
ご意見のとおり

修正します。 

土田委員 

障がい者等の役割 

障がい者も市民である旨を規定していただきた

い。 

 

障がい者も当

然に市民である

ことを前提とし

ているため、条

文の変更は行

いませんが、前

文で表現できる

よう検討しま

す。 

職務代理 

障がい者の役割 

上記、土田委員の意見に対して 

「障がい者及び支援者である市民は」にしてはどう

か 
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委員 意見内容 事務局 今後の対応 

生田委員 

【後日意見】 

②市民等及び事業者の責務【市民等の責務】 

「社会モデルについて主体的に理解を深め～」に

ついて、この内容を市民等の責務とすることが難

しいのではないか。 

市民アンケートの結果では身近に障がい者がいな

い市民の 92％が障害者差別解消法を知らないと

回答している。メール配信サービスに登録してい

る市民は自ら情報を得、生活に生かしたいという、

いわば積極的な層だと考えられるにも関わらず、

大半の方が差別解消法を知らない。広く市民に発

信し、差別解消法を意識してもらうには、具体的に

「社会生活や日常生活を困難にさせる障壁につい

て理解を深め」としたほうがやさしく、イメージしや

すいのではないか。社会的モデルについての解釈

があってもその言葉になじみがないため、会得が

いかないのではないかと感じる。 

 

逐条解説にて

わかりやすく説

明します。 

宮島委員 

【後日意見】 

・第 4条第 2項（市の責務）の「第 9条第 1項に規

定する合理的な配慮をするため、」という文言は、

市職員の取り組みの目的が合理的な配慮に限定

されてしまう。「」内の文言を削除するか、「前項の

施策を計画的かつ継続的に実施し、必要な体制

整備を図ること」も目的に含むべきではないか。 

（修正案）「市は、前項の責務を遂行し、第 9条 1

項に規定する合理的な配慮を行うため、市職員が

障がい、障がい者及び障がいの社会モデルにつ

いて理解を深めるための取り組みを行わなければ

ならない。」 

・同様に、第 6条第 2項（事業者の責務）も、「事

業者は、前項の責務を遂行し、第 9条第 1項に規

定する合理的な配慮を行うため、従業員が障が

い、障がい者及び障害の社会モデルについて理

解を深めるための取組みを行うよう努めなければ

ならない。」という文言に修正した方がよいのでは

ないか。 

 

第 7条（障がい者等の役割）について 

・「支援者」は「代弁者」の方が良いのではないか。 

・「社会的障壁の除去の適切な実施」という表記で

 

ご指摘いただい

た条文の修正

の有無及び内

容については、

法制課と調整し

ながら検討しま

す。 
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は、「の」が 2回続いて違和感がある。「社会的障

壁除去の適切な実施」または「社会的障壁の適切

な除去の実施」の方が良いのではないか。 

（修正案） 

「障がい者である市民及びその代弁者は、社会的

障壁除去の適切な実施のため、障がいを理由と

する困難又は必要な配慮の内容について発信し、

かつ配慮しようとする者とこれを共有するよう努め

なければならない。」 

 

 

議題２ 不当な差別的取扱いの禁止 

委員 意見内容 事務局 今後の対応 

堤委員 「障がいを理由とする差別」とした方が良いと考える。  
ご意見のとおり

修正します。 

青山委員 

方向性について 

「障がい者を障がい者でない者より不利に」は表記を

改めた方が良いのでは。「障がい者を不利に」ではどう

か。 

 
ご意見のとおり

修正します。 

 

 

議題３ 合理的な配慮 

委員 意見内容 事務局 今後の対応 

堤委員 

市民に対して何気ない差別があるということを意識して

ほしいが、個々の市民に対して合理的な配慮を求める

というのがピンとこない。 

 

無意識的な、何

気ない差別も含

めて理解啓発

を行います。ま

た、合理的な配

慮の具体例に

ついては、逐条

解説にて説明し

ます。 

小野委員 
明石市などで実施している合理的な配慮の整備補助

を町田市でも検討していただきたい。 
 

ご意見として伺

います。 

生田委員 

【後日意見】 

(合理的な配慮) 第９条について 

他市では不動産に係る契約を行う場合や居住する場

所の確保や継続についての記載がある。精神障がい

を持っている方の中には地域で一人暮らしを行う際、

特に長期入院から地域で生活を始める際に物件を紹

介していただけない場合や、紹介していただける物件

 

ご指摘いただい

た条文の修正

の有無及び内

容については、

法制課と調整し

ながら検討しま

す。 
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の数が極端に少ないことがある。町田市の条例にもこ

の内容の記載があるとよいのではないか。もし、記載

を省略されたのであればその理由を教えてほしい。 

宮島委員 

【後日意見】 

・第 1項と第 3項の「障がい者並びに市又は事業者の

双方による建設的な対話」という文言は、「障がい者

VS市又は事業者」という関係になると思うが、その場

合は「並びに」という接続詞でよいのか。 

単純に「並びに」→「と」とするか、「並びに」を残すので

あれば「双方」「対話」は馴染まないのではないか。 

・第 2項 4行目「双方による」は不要ではないか。 

・第 3項の主語は「市又は事業者」なのか。その場合、

語尾に違和感がある。 

（修正案） 

「３ 市又は事業者は、合理的な配慮の提供に関し、過

重な負担・・・・・・困難な場合は、障がい者と市又は事

業者の双方による建設的な対話により、その代替的な

措置の実施その他、障がい者の理解を得られる対応

をするよう努めなければならない。」 

・第 1項の（1）～（14）は限定列挙ではなく例示列挙だ

と思うが、それがわかる文言（例えば「次に掲げる場合

等」のように「等」）を入れる必要はないのか。 

 

ご指摘いただい

た条文の修正

の有無及び内

容については、

法制課と調整し

ながら検討しま

す。 

・第 4項に市民が合理的配慮をできない場合（第 3項

と同様）の条文を設ける必要はないのか。 
 

市民の合理的

な配慮はあくま

で努力義務で

あるため、ご指

摘の条文を設

ける予定はあり

ません。 

堤委員 

第 2項に以下の下線部の文言を追加。 

 「市民等は、障がい者から現に社会的障壁（からか

い、蔑視、理解不足等心理的障壁を含む）の除去を

…」 

 

条文上に具体

的例示はしませ

んが、逐条解説

等で説明しま

す。 
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市民アンケートの実施結果について 

【名称】 

「（仮称）町田市障がい者差別解消条例」に関する町田ちょこっとアンケート 

 

【実施期間】 

 ２０２３年５月１２日（金）～５月１６（火） ５日間 

 

【総回答者数】 

 ３５９名 （メール登録者１，９８５名 回答率１８．１％） 

 

年代  

年代 件数 

20歳未満 1 

20歳代 9 

30歳代 29 

40歳代 89 

50歳代 130 

60歳代 75 

70歳代 24 

80歳以上 2 

合計 359 

 

 

性別  

年代 件数 

男性 109 

女性 231 

その他 11 

合計 359 

 

20歳未満 0.002%
20歳代 2%

30歳代 8%

40歳代

25%

50歳代

36%

60歳代 21%

70歳代 7%
80歳以上 1%

男性

30%

女性

67%

その他

3%
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質問１ 自分自身に障がいがある、または身近に障がいがある人がいますか？複数選択が

可能です 

① 自分自身に障がいがある 

② 家族や親せきに障がいがある人がいる 

③ 障がいがある人を支援している（施設職員、ボランティアなど） 

④ ①～③に当てはまらないが身近に障がいがある人がいる 

⑤ 自分自身に障がいがなく、身近に障がいがある人はいない 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

12.0%

23.4%

24.5%

32.0%

39.6%

④ ①～③に当てはまらないが身近に障がいがあ

る人がいる

①自分自身に障がいがある

③障がいがある人を支援している（施設職員、ボ

ランティアなど）

②家族や親せきに障がいがある人がいる

⑤自分自身に障がいがなく、身近に障がいがある

人はいない

回答 （複数回答あり） 割合 回答数 

⑤ 自分自身に障がいがなく、身近に障がいがある人はいない 39.6% 142 

② 家族や親せきに障がいがある人がいる 32.0% 115 

③ 障がいがある人を支援している（施設職員、ボランティアなど） 24.5% 88 

① 自分自身に障がいがある 23.4% 84 

④ ①～③に当てはまらないが身近に障がいがある人がいる 12.0% 43 

合 計 472 

アンケートに回答した人で、身近に障がい者がいない人は 39.6%でした。 

質問２以降は、身近に障がい者がいる人（質問１－①～④の回答者 217名）と、身近

に障がい者がいない人（質問１－⑤の回答者 142名）に分けて記載します 

多い 

少ない 
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質問２ 障がいがある人への対応で困ったこと、悩んだこと、難しいと感じたことはあり

ますか？  

①ある 

②ない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

質問３ 国内では既に障害者差別解消法（※障害を理由とする差別の解消の推進に関する

法律）が施行されています。障害者差別解消法を知っていますか。 

①知っている 

②名称は知っているが内容は知らない 

③知らない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①ある 189 

②ない 29 

①ある 86 

②ない 52 

①知っている 12 

②名称は知っているが 

内容は知らない 
42 

③知らない 87 

①知っている 79 

②名称は知っているが 

内容は知らない 
58 

③知らない 80 

①ある

87%

②ない

13%

身近に障がい者がいる

①ある

62%

②ない

38%

身近に障がい者がいない

①知っている

36%

②名称は知っているが内容は知らない 27%

③知らない

37%

身近に障がい者がいる

①知っている 8%

②名称は知っ

ているが内容

は知らない

30%

③知らない

62%

身近に障がい者がいない

身近に障がい者がいる人で 87％、身近に障がい者がいない人でも 62％の人が障がい者へ

の対応で困ったことがあると回答しています。 

障害者差別解消法の内容を知らない人（②＋③）は、身近に障がい者がいる人で 64%、 

身近に障がい者がいない人では 92％です。身近に障がい者がいない人の方が、知らない

割合がとても高いです。 
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質問４ 町田市では障がいの有無にかかわらず、すべての人が互いに人格と個性を尊重し

あい、理解しながら生きていく社会（共生社会）を目指しています。今の町田市

は共生社会のまちになっていると思いますか？ 

①十分になっている    

②なっている 

③なっているが不十分 

④なっていない 

⑤わからない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

①十分になっている    2 

②なっている 7 

③なっているが不十分 43 

④なっていない 39 

⑤わからない 51 

①十分になっている 4 

②なっている 27 

③なっているが不十分 74 

④なっていない 59 

⑤わからない 53 

①十分になっている 2%

②なっている

13%

③なっている

が不十分 34%④なっ

ていな

い 27%

⑤わから

ない 24%

身近に障がい者がいる

①十分になっている 1%

②なっている

5%

③なっているが

不十分 30%

④なっていない 28%

⑤わから

ない 36%

身近に障がい者がいない

町田市は不十分だけど共生社会のまちになっているという回答（①＋②＋③）は、身近

に障がい者がいる人は 49％、身近に障がい者がいない人は 36％でした。身近に障がい者

がいない人のほうが、共生社会の実現ができていないと感じている割合が高いです。 
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質問５ 町田市で障がいがある人への差別をなくし、共生社会を実現するためには、どん

なことが必要だと思いますか？複数選択が可能です 

①食事や買い物をするとき、お店の対応がよくなること 

②バスや電車などの交通機関が利用しやすくなること 

③身近な地域の保育や教育の場で一緒に過ごすこと 

④悪口やひどい言葉をつかわないこと 

⑤市内で働く場所が増えること 

⑥選挙やいろいろな手続きがしやすくなること 

⑦どこの病院にもかかりやすくなること 

⑧趣味の活動やスポーツに参加しやすくなること 

⑨イベントや大会などに参加しやすくなること 

⑩市役所の対応がよくなること 

⑪銀行や郵便局がつかいやすくなること 

⑫交際や結婚をあたたかく見守ること 

⑬市民ひとりひとりが障がいに対して理解すること 

 

 

 

 

身近に障がい者がいる人もいない人も、「市民ひとりひとりが障がいに対して理解するこ

と」を１位に選んでいます。２位と３位は就労場所、公共交通機関の項目でした。 

障がいに対する理解啓発が求められています。 

30.0%
33.6%
35.5%
38.7%
39.2%
39.6%
40.1%
41.9%

50.7%
51.6%

69.1%
73.3%

87.1%

⑫交際や結婚をあたたかく見守ること

⑨イベントや大会などに参加しやすくなること

⑪銀行や郵便局がつかいやすくなること

⑥選挙やいろいろな手続きがしやすくなること

⑧趣味の活動やスポーツに参加しやすくなること

③身近な地域の保育や教育の場で一緒に過ごすこと

①食事や買い物をするとき、お店の対応がよくなること

⑩市役所の対応がよくなること

⑦どこの病院にもかかりやすくなること

④悪口やひどい言葉をつかわないこと

②バスや電車などの交通機関が利用しやすくなること

⑤市内で働く場所が増えること

⑬市民ひとりひとりが障がいに対して理解すること

障がい者が身近にいる

27.5%
25.4%

33.1%
38.0%
37.3%

46.5%
33.1%

26.1%
35.2%

40.8%
67.6%

62.0%
83.1%

⑫交際や結婚をあたたかく見守ること

⑨イベントや大会などに参加しやすくなること

⑪銀行や郵便局がつかいやすくなること

⑥選挙やいろいろな手続きがしやすくなること

⑧趣味の活動やスポーツに参加しやすくなること

③身近な地域の保育や教育の場で一緒に過ごすこと

①食事や買い物をするとき、お店の対応がよくなること

⑩市役所の対応がよくなること

⑦どこの病院にもかかりやすくなること

④悪口やひどい言葉をつかわないこと

②バスや電車などの交通機関が利用しやすくなること

⑤市内で働く場所が増えること

⑬市民ひとりひとりが障がいに対して理解すること

障がい者が身近にいない

回答順は上のグラフと

同じになっています。 

回答した人 

が多い 

回答した人 

が少ない 
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資料３-５ 

令和５年５月○○日 

 

サービス業部会 会員事業所 各位                  

町田商工会議所  

サービス業部会 

部会長  〇〇 〇〇 

 

障がい者への対応に関するアンケート調査 
 

時下ますますご清祥のこととお慶び申しあげます。日頃より部会の事業運営について格

別のご理解・ご協力を賜り厚くお礼申しあげます。 

さて、この度町田市地域福祉部障がい福祉課より下記の条例検討に伴う、サービス提供者

側の調査として、アンケート調査のご協力依頼を受けました。つきましては、ご一読の上ご

協力賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 

【（仮称）町田市障がい者差別をなくし障がいがある人もない人もお互いを 

尊重し共に理解しあえるまちをつくる条例】 

 

 町田市では、障がい者に対する差別をなくすための条例を２０２４年３月制定に向け取
り組んでおります。 
昨年は、障がい者やその家族に対し障害を理由に差別や偏見を受けた事例を集め、障がい

者への差別や困り事を知る取組みをしてきました。一方、障がいのない人にとっては、身体
や視覚、知的など個別に対応が必要な障がい者との接し方がわからず、その結果対応してく
れない、差別的扱いとして受け取られてしまうといった事例もあることが課題として上が
っています。 
そこで、サービスを提供する側が障がい者への対応で困った経験や対応しなかったこと

などを把握するために、調査を行うことといたしました。調査の結果は、今後の条例検討の
ための資料として活用させていただきますので、皆様のご経験や率直なご意見をお聞かせ
ください。 
障がいのある人もない人もともに暮らしやすいまちづくりを進めていくため、是非ご協

力をお願いいたします。  
                町田市地域福祉部障がい福祉課長 金子 和彦 

 
 
１ 調査目的 
サービス提供者がお客様として来られた障がい者の対応で困った経験を把握することを
目的とします。 

２ 調査対象 
町田市商店会連合会、商工会議所食品・飲食業部会、サービス業部会に 
所属する事業者 

３ 回答方法 
別紙アンケート用紙記入の上、商工会議所事務局迄 FAX 
または右記 QRコードより回答 
 

４ 回答期限 
２０２３年５月２１日（日）迄 
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障がい者への対応に関するアンケート調査 
 
該当箇所に☑をお願いします。 

 
質問１．「障害者差別解消法」を知っていますか？ 
□ 名前も内容も知っている     □ 名前は聞いたことはあるが、内容は知らない  
□ 聞いたこともない  
 
質問２. 障がい者への配慮（合理的配慮）の内容を知っていますか？ 
 例：聴覚障がい者への筆談、車いすの方への段差解消、視覚障がい者への誘導や代筆 等 
□ 名前も内容も知っている     □ 名前は聞いたことはあるが、内容は知らない  
□ 聞いたこともない 
 
質問３. 障がい者への配慮（合理的配慮）を行う為には何が必要だと思われますか？ 

※複数選択可 
□ 事業者からの相談を受ける窓口    □ 合理的配慮実施のための事例集 
□ 障害の種類に合わせた対応マニュアル □ 研修    □施設設備の改修 
□ 人員の配置              
□ その他（                                 ） 
 
質問４．障がい者への対応で困ったことや対応しなかったことはありますか？ 
 
 
 
 
 
質問５．上記設問以外でも困っている事やご要望等あれば、ご自由にご記載ください。  
 
 
 
 
 

ご協力ありがとうございました。 
 

＜事務局＞町田商工会議所 TEL      FAX      担当： 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
業 種 

□環境衛生業（理容、美容、クリーニング等） □宿泊業、飲食サービス業      

□遊技場       □情報処理サービス業  □ソフトウェア業   

□介護・医療関連業  □教育関連業           □広告業 

□スポーツ等施設業  □放送関連業等         □その他サービス業 
営 業 内 容  

貴社名（任意）  

地域福祉部障がい福祉課 担当：金子 

町田市森野 2-2-22 

TEL:042-724-2147  FAX:050-3101-1653 

E-mail:fukushi030@city.machida.tokyo.jp 

町田商工会議所 サービス業部会事務局行き 
FAX ０４２－〇〇〇－〇〇〇〇 
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宿泊業、飲食サービス業

25%

理美容、エステ、クリーニング

19%
小売業

19%

介護、医療関連業

8%

教育関連業

6%

放送関連業等

6%

その他サービス業

6%

スポーツ等施設業

3%

不明

8%

（仮称）町田市障がい者差別解消条例の制定に向けた 

町田商工会議所による事業者アンケート調査の集計 

 

 

◆調査期間  ２０２３年５月１５日（月）～２０２３年５月２６日（金） 

 

◆調査対象/手法 

①町田商工会議所 サービス業部会/食品・飲食業部会 役員 45 社 他、大型店等 

FAX 送付による協力依頼  

②指導員による巡回、窓口対応時  

※FAX 返送または QR コードよりのオンライン返答 

 

回 答 数：3６件 

 

 

業 種 

⦿宿泊業、飲食サービス業          9 件 

⦿理美容、エステ、クリーニング       7 件 

⦿小売業                  7 件 

⦿介護、医療関連業             3 件 

⦿教育関連業                2 件 

⦿放送関連業等               2 件 

⦿その他サービス業             2 件 

⦿スポーツ等施設業             1 件 

⦿不明                    3 件 
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名前も内容も知っている

22%

名前は聞いたことがあるが

内容は知らない

36%

聞いたこともない

42%

名前も内容も

知っている

33%

名前は聞いたことがあ

るが内容は知らない

22%

聞いたこともない

45%

質問１.「障がい者差別解消法」を知っていますか？ 

◎名前も内容も知っている                          8 件 

◎名前は聞いたことがあるが内容は知らない     13 件 

◎聞いたこともない                15 件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

質問２. 障がい者への配慮（合理的配慮）の内容を知っていますか？ 

◎名前も内容も知っている             12 件 

◎名前は聞いたことがあるが内容は知らない      8 件 

◎聞いたこともない                16 件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

質問３. 障がい者への配慮（合理的配慮）を行うためには何が必要だと思われますか？ 

（複数選択可） 

◎障がいの種類に合わせた対応マニュアル      28 件 

◎合理的配慮実施のための事例集          19 件 

◎施設設備の改修                 15 件 

◎事業者からの相談を受ける窓口           9 件 

◎研修                       6 件 

◎人員の配置                    3 件 

◎その他                            2 件 
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2.4%

3.7%

7.3%

11.0%

18.3%

23.2%

34.1%

0 5 10 15 20 25 30

その他

人員の配置

研修

事業者からの相談を受ける窓口

施設設備の改修

合理的配慮実施のための事例集

障がいの種類に合わせた対応マニュアル

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

質問４．障がい者への対応で困ったことや対応しなかったことはありますか？ 

（原文のとおり） 

 

身体障がい 【美容室】 施設の関係上、エレベーターは途中までしか止まらず、入店

には階段を登ることが必須である。そのため、入店を断った

ケースもある。 

 【美容室】 店舗は階段で上がった 2 階。料金だけでは勝負できないた 

め、足が悪い人には手伝うこともある。店側としては、正直 

手がかかる客はあまり入れたくない。 

 【小売業】 介添え人が付く事が多く、あまり対応に困った事はない。 

 【飲食業】 車いすの方は来られるが、特に困る事はないです。 

 【飲食業】 一人で寿司屋を切り盛りしているため、介助する等客に触れ

ることが困難である。 

 【医療関連】 施設の特性上、障がい者へ配慮した設計（バリアフリー、障

がい者駐車場、点字ブロック、多目的トイレ、筆談対応）を

しています。すべてのニーズに応えらえるように工夫してい

きます。 

知的障がい 

発達障がい 

精神障がい 

【小売業】 対応はしている。ただ理解力が乏しい場合があるので何度か

来店いただく度に説明させていただきますが、本当にお分か

りになったか不安になる事がある。 
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 【小売業】 相手の言っている事が分からない、どう伝えれば良いか分か

らない。 

 【理容業】 顧客様の中にいます。施術中危険な事もある。 

 【食料品製造、 

販売】 

工場では醤油仕込みに知的障がい者を雇用しており、昨年勤 

続 10 年で表彰を受けました。本人の待遇も健常者同等の扱 

いで、現在では現場に不可欠な人材です。 

 【教育関連】 授業を安定したペースで進められない。学生の進捗状況に差 

が出たときの対応。 

 【放送関連】 知的障がいの方が店頭で大声を出したりする場合に対処に

困る事がある。 

聴覚障がい 【小売業】 実際に難聴の方が来店されたが、筆談で対応し何も支障はな

かった。 

 【飲食業】 出前の注文 TEL の時、聴覚障がいの方で困りました。 

 【スポーツ等 

施設業】 

難聴者に対するレッスンの対応、説明等。 

障がい種別

なし 

【食料品製造、 

販売】 

全く知識がないので、自分で考えお客様が何を要望されてい 

るのかを見極めている。研修等必要だと思う。 

 【飲食業】 報告はない。 

 

 

質問５．上記設問以外でも困っている事やご要望等あれば、ご自由にご記載ください。 

    （原文のとおり） 

 

【小売業】障がい者の度合いによって、市からの補助申請（金）が違う為、店舗側だけの説

明では限界がある。相談窓口、または分かる方と同伴いただけると助かる 

【理容業】心も体調も良好な時に来店してほしい 

【クリーニング、他サービス】障がい者にどこまで配慮すべきか、押し売りのようにならな 

い為にはどうするべきか、ある程度のマニュアルがあるとよい 

【飲食業】店側で受け入れしやすい環境への補助があれば、導入し、利用しやすくできると

思う 

【飲食業】施設設備上、階段しかない等建物自体のかだいなどもある 

【食料品製造、販売】障がい者の方への対応が良かったのか？どのように評価されているの

か？知りたいです。 

【食料品製造、販売】本人の待遇も健常者同等の扱いで、現在では現場に不可欠な人材です。 
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ページ 2022年度評価

P2 ◎

P3 ◎

P4 △

P5 ○

P6 ○

P7 ○

P8 ◎

P9 ○

P10 ○

P11 ○

P12 ○

P13 ○

P14 ○

P15 ○

P16 ○

P17 ○

P18 ◎

P19 ○

P20 ◎

P21 ○

19　理解促進研修・啓発事業

20　支援人材対策事業

13　手話通訳の普及促進

14　市からの情報発信のバリアフリー化推進事業

15　サービス・支援機関等の情報提供事業

16　避難体制の充実

17　障がい者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例制定

18　行政窓口における意思疎通の環境整備

12　医療機関に対する障害者差別解消法の周知

1　小学生を対象とした障がい者スポーツ体験教室開催

2　障がいがある人の学習成果を発表する場の充実

3　地域生活支援拠点等が有する機能の充実

4　精神障がいにも対応した地域包括ケアシステム構築に向けた保健・医療・
　福祉の連携

5　重い障がいのある人が利用できるグループホームのあり方の検討

6　既存の事業所の活用による、重い障がいがある人の日中活動の場の確保方策
　の実施

7　障がいがある人の就労に関する実態調査

8　障がい者就労・生活支援センター等を中心とした連携強化会議

9　相談支援体制の強化

10　課題を抱え孤立している障がいがある人・家庭への相談支援

11　短期入所事業所の基盤整備

事業

町田市障がい者プラン21-26
重点施策における2022年度実績

町田市障がい者プラン21-26「第2章　町田市がとりくむこと」の「分野別の課題
と施策」では、11の分野で「重点施策（実行プラン）」を定めています。
この資料では、全20事業の2022年度の実績をまとめています。

評価基準

◎：目標以上進んでいる　○：目標どおり進んでいる　△：目標を下回っている

＜実績まとめ＞

1



重点施策
１

計画冊子
17ページ

事業名

所管課

事業概要

取り組み
内容

取り組んだ
ことによる

成果

評価 ◎
評価の理由
※◎と△
のみ

事業費

障がい者スポーツの普及啓発を通じ、障がい理解をひろげます。

小学生を対象とした障がい者スポーツ体験教室開催

文化スポーツ振興部　スポーツ振興課
（2021年度　オリンピック・パラリンピック等国際大会推進課）

市内の小学校で、障がい者スポーツの体験教室キャラバンをおこないます。

現状値 目標値

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

896人
（パラバドミントン
体験会参加予定人数）

1,000人 1,000人 1,000人

実績報告

2022年度

パラバドミントン体験会を小山田南小学校、小山ヶ丘小学校、町田第三小学
校、図師小学校、山崎小学校、南第三小学校、本町田小学校、小山中央小学
校、金井小学校、成瀬中央小学校、小山小学校、南第三小学校、七国山小学
校、小川小学校、高ヶ坂小学校の計15校、1,193名に対して実施しまし
た。

パラスポーツに対する児童の関心が高く、選手のプレーを直接観たリアク
ションや、体験会後の児童の声でも好意的な声が多くあがりました。
また、障がいがある方でも車の運転が可能なことや車いすで乗り越えられる
段差の実演を見ることで、障がい理解に繋がりました。

目標の1,000人を超える児童に対して体験会を開
催できたほか、1クラス1時間だった体験会を2時
間で実施した学校があるなど、パラスポーツの普
及啓発や障がい理解のために内容を工夫できたた
め。

1,124,000円

2022年度の実績を
ふまえた2023年度の

課題

2022年度は時間に余裕をもってパラバドミントンを体験してもらうため、
試験的に1クラス2時間の実施を行いました。時間に余裕をもてる分、1クラ
ス2時間実施を希望する学校が多かったため、より多くの学校で実施できる
よう調整をし、パラスポーツの普及啓発や障がい理解の促進に繋げることが
求められます。

2023年度の取組み
内容・スケジュール

5月から小学校16校、計1,261名に対し、パラバドミントン体験会を実施予
定です。

2
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事業名

所管課

事業概要

取り組み
内容

取り組んだ
ことによる

成果

評価 ◎
評価の理由
※◎と△
のみ

事業費

障がいがある人が学び続けられるように、社会教育（生涯学習）の機会や内
容の充実に向けとりくみをすすめます。

障がいがある人の学習成果を発表する場の充実

生涯学習部　生涯学習センター

障がいがある人が、社会で生活しながら学び続けられるように、視覚や聴覚などの障がい
に応じた学習プログラムを開発します。その上で、発表の場を設けることで障がいがある
人の生涯学習を推進します。

現状値 目標値

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

障がいに応じた
学習プログラムの開発

障がいに応じた学習プロ
グラムの実施と学習成果

の発表の場の実施

障がいに応じた学習プロ
グラムの実施と学習成果

の発表の場の実施

障がいに応じた学習プロ
グラムの実施と学習成果

の発表の場の実施

実績報告

2022年度

視覚障がいのある人のための学習講座「みえない暮らしって？」を全6回開
催しました。視覚障がい者のほか、仕事やボランティアで障がい者と接して
いる方など30名が受講し、グループでの意見交換も活発に行いました。視
覚障がい者の生活に役立つスマホアプリの紹介やFC町田ゼルビアの拠点施設
でのレク、だれもが楽しめるスティックボール体験、そして盲目の双子姉妹
によるピアノミニコンサートなど、バラエティにとんだプログラムでした。

講座の講師を視覚障がい者に依頼したことで障がいのある当事者の発表の場
を設けることができました。また、毎回、障がいの有無にかかわらず、グ
ループごとの活動や意見交換、発表を活発に行ったこともあって、参加者ら
は和やかな雰囲気で交流でき、講座修了後も参加者同士の繋がりが保たれ、
友好が深まりました。

講座では、グループ活動や意見交換、発表の時間
を重視してきました。そのため、講師としても受
講者としても障がいのある当事者の発表の場を充
実させることができ、最終回の講座終了後の参加
者アンケートでは、回答のあった17名中16名か
ら「満足」との回答をいただくことができまし
た。

110,000円

2022年度の実績を
ふまえた2023年度の

課題

引き続き、受講者募集が課題。2023年度は肢体不自由に関する講座を開講
する予定ゆえ、情報をいかに当事者に届けられるか検討が必要です。また、
車いすユーザーが多く受講することが予想されるため、移動手段について
2022年度の視覚障がい者とは違う配慮が必要とされます。

2023年度の取組み
内容・スケジュール

障がいのある人のための講座第３弾として、肢体不自由の方を対象に後期に
全4回実施します。今回も障がいの有無にかかわらず受講者を募集し、グ
ループ活動、意見交換の場を大切にし、相互の理解、交流が深まるよう配慮
します。義手や車いす当事者の話やFC町田ゼルビアの試合観戦、電動車いす
サッカーの体験等を予定しています。

3



重点施策
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事業名

所管課

事業概要

取り組み
内容

取り組んだ
ことによる

成果

評価 △
評価の理由
※◎と△
のみ

事業費

2022年度の実績を
ふまえた2023年度の

課題

2023年度の取組み
内容・スケジュール

市内の相談支援事業所に対して、地域生活支援拠点の説明を行い、指定事業
所を増やします。また、地域体制強化共同支援加算に係る受付の体制を整備
します。

地域生活支援拠点のガイドラインをさらに充実させるとともに、仮称「まち
だまるごとネットワーク」の名称を用いて、面的整備を「資源のネットワー
クにより整備していく」というイメージを周知します。支援センターネット
ワーク会議等で出された個別の課題を集約・整理して、政策課題とするルー
トを構築します。

実績報告

2022年度

相談支援部会並びに障がい者支援センター連絡会において、地域生活支援拠
点の町田市での役割とあり方を検討するとともに、面的整備の構築に向けて
スケジュールを検討し、支援センターを受託する法人に地域生活支援拠点の
指定について説明しました。

障がい者支援センターを受託する法人の相談支援事業所の内、2事業所から
申請を受け付け、地域生活支援拠点として指定しました。
「緊急時予防・対応プラン」について、項目、運用方法を検討し、様式案を
作成しました。

障がい者支援センターを受託する法人から2事業所
を地域生活支援拠点として指定しました。
町田市障がい者施策推進協議会での、運用状況の
検討ができませんでした。

－

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

①未設置
②－

①地域生活支援
拠点等の設置
②年１回以上

①拠点機能の充実
②年１回以上

①拠点機能の充実
②年１回以上

地域生活支援拠点等の整備および充実をはかり、障がいがある人が地域で自
立した生活をおくれるような支援体制を構築します。

地域生活支援拠点等が有する機能の充実

地域福祉部　障がい福祉課

地域生活支援拠点等について、①各地域の障がい者支援センターを中心とした面的整備を
おこないます。また、②地域生活支援拠点等の機能について、町田市障がい者施策推進協
議会において年1回以上、運用状況の検証・検討をおこないます。

現状値 目標値

4



重点施策
4

計画冊子
24ページ

事業名

所管課

事業概要

取り組み
内容

取り組んだ
ことによる

成果

評価 ○
評価の理由
※◎と△
のみ

事業費

2022年度の実績を
ふまえた2023年度の

課題

保健所部会、障がい福祉部会にて課題を検討しました。結論として地域で支
援者同士の顔の見える関係づくり、地域での生活を支えるための連携が重要
であると確認しました。継続的な課題共有の取り組みが連携をスムーズにす
ると考えられます。引き続き、課題を深く掘り下げていく方向です。

2023年度の取組み
内容・スケジュール

今後も引き続き保健所と連携して検討を進めていきます。

実績報告

2022年度

町田市地域精神保健福祉連絡協議会の本会議（保健所主催）にて進捗報告を
しました。また４月～9月にかけて市内に入院病棟がある４つの病院を訪問
し、退院支援の取り組みについて確認し、今後の取り組みについて連携して
いくための意見交換をしました。10月（地域移行支援の事例の共有）と12
月（病院での退院支援の取り組みについての共有）には専門部会（障がい福
祉部会）を開催しました。保健所部会は、11月（治療中断になった患者へ
の支援を検討）に開催しました。

障がい福祉部会では、地域と病院の取り組み状況について共有しました。退
院にあたり、サービスの幅の広がりや顔の見える関係ができました。退院支
援の課題を病院、地域ともにフォローしながら、退院支援に取り組む連携が
以前より円滑になってきています。

246,800円

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

保健・医療・福祉関係者
による協議の場の検討

保健・医療・福祉関係者
による会議体の設置

協議の実施
年2回

協議の実施
年2回

保健所及び市内精神科病院、障がい者支援センター等との定期的な連携をは
かります。

精神障がいにも対応した地域包括ケアシステム構築に向けた保健・医療・福祉の連携

地域福祉部　障がい福祉課

精神障がいがある人が安心して地域で生活できるよう、保健・医療・福祉関係者が定期的
に連携できるネットワーク会議を設置します。
会議において、長期入院者が地域で安心して生活できるような基盤整備に向けた協議を計
画的に実施していきます。

現状値 目標値
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事業名

所管課

事業概要

取り組み
内容

取り組んだ
ことによる

成果

評価 ○
評価の理由
※◎と△
のみ

事業費

2022年度の実績を
ふまえた2023年度の

課題

2023年度の取組み
内容・スケジュール

重度中心に受け入れを行っているグループホームの事業者から多くの意見を
いただきましたが、現状として課題への効果的な施策の策定には至っていま
せん。重度対応のグループホーム等への入居に至っていない利用者が必要と
しているグループホームのニーズも調査する必要があります。

重度障がい者の通所する施設等に訪問して、利用者の考えやニーズの調査・
収集・分析を行い、施策について検討していきます。

実績報告

2022年度

－

重度中心に受け入れを行っている市内グループホーム3箇所を見学し、現状
や課題について聞き取りを行いました。聞き取り結果をふまえ、9月と1月
にグループホームと市による意見交換会を開催しました。9月は3箇所のグ
ループホーム、1月は6箇所のグループホームが参加しました。

グループホームの見学や9月の意見交換会の結果、グループホーム職員を確
保できないことが大きな課題であることがわかりました。1月の意見交換会
では、人材確保についてさらなる意見交換を行い、「法人内で中軽度のユ
ニットの職員を配置転換しても重度対応ができない」、「次回の報酬改定で
グループホームの給付費を手厚くする改定はなさそうであり、市による支援
も必要ではないか」、「重度対応のために専門職を雇いたいが費用面で難し
い」、「人材不足で派遣人材に頼りたい気持ちはあるが、重度対応の面では
即戦力にならない」、「新卒職員を配置したことがあるが、1年もたなかっ
た」、「医療連携の体制構築の難しさがある」、「地域生活支援としてのグ
ループホーム制度がどうあるべきかの検討も必要ではないか」などの意見が
ありました。

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

－
会議体の設置に関する

検討
グループホームのあり方

の検討
検討に基づいた施策の

実施

グループホームの開設相談のほか、施設整備補助は可能な限り実施します。
特に重い障がいがある人が利用しやすい基盤の整備につとめます。

重い障がいがある人が利用できるグループホームのあり方の検討（会議の実施）

地域福祉部　障がい福祉課

重い障がいがある人の利用や高齢化を含めた多様なニーズに対応し、町田市内にグループ
ホームを計画的に整備していくための検討をおこないます。
町田市だけでなく、市内・市外の事業者や障がい者支援センター等と連携し、当事者の
ニーズ把握や事例等の収集をおこないながら検討を進めます。

現状値 目標値
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事業名

所管課

事業概要

取り組み
内容

取り組んだ
ことによる

成果

評価 ○
評価の理由
※◎と△
のみ

事業費

2022年度の実績を
ふまえた2023年度の

課題

事例集としてまとめたものを、どのように展開し、重い障害がある人の利用
できる日中活動の場の確保につなげていくかが課題となります。課題解決に
つながる方法を検討しながら活用していきます。

2023年度の取組み
内容・スケジュール

好事例集を活用するとともに、引き続き事業所支援のあり方を検討していき
ます。

実績報告

2022年度

2021年度に行った検討を踏まえ、進路元となる町田の丘学園や市内９か所
の生活介護施設を訪問し、重い障がいがある人がどのように施設探しを行っ
ているか、また、各施設での受け入れの課題や対応事例等について聞き取り
を行いました。
聞き取り内容を整理し、取り上げられることが多かった人材・支援・施設整
備の３つの視点で分類し、各施設で抱える課題と好事例が対応する形での事
例集としてまとめました。

・町田の丘学園へのヒアリングにより、進路先になる生活介護施設に対して
求めているものを把握することができました。
・重い障がいがある方の支援に限定しないヒアリング結果が得られたこと
で、施設で行っている好事例を数多く収集することができました。
・既存の施設および新規参入を目指す事業者の運営の参考ツールとして情報
共有できるものになりました。

－

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

－
①好事例の収集

②事業所の運営課題の
把握

①好事例集の活用に
向けた検討

②事業所の運営
課題の分析

①好事例集の活用
②事業所支援の
あり方の検討

市内には、車いす利用者や重い障がいがある人、強度行動障がいがある人、
医療的ケアが必要な人が利用できる事業所が少ないため、日中活動の場の確
保を支援していきます。

既存の事業所の活用による、重い障がいがある人の日中活動の場の確保方策の実施

地域福祉部　障がい福祉課

既存の事業所の活用により、重い障がいがある人の日中活動の場の確保を進めていきま
す。具体的には、①重い障がいがある人を受け入れている日中活動系事業所の事例を収集
し、好事例集としてまとめ、市内事業所への共有や新たな事業所の参入を促進するツール
としての活用をおこないます。また、②特に重い障がいがある人を対象とした事業所への
支援施策のあり方を検討します。

現状値 目標値
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事業名

所管課

事業概要

取り組み
内容

取り組んだ
ことによる

成果

評価 ◎
評価の理由
※◎と△
のみ

事業費

2022年度の実績を
ふまえた2023年度の

課題

2022年度にまとめた「就労に関する実態調査」やパンフレットの活用策を
検討し、実行していく必要があります。

2023年度の取組み
内容・スケジュール

上半期　センターや企業の課題の整理、パンフレットの活用策の検討
実態調査の結果を踏まえた後期計画の検討

下半期　活用策の実行

実績報告

2022年度

6月～7月に、町田市障がい者就労・生活支援センター等の利用者調査と企
業調査を実施し、現状を分析した結果を報告書にまとめました。
さらに、企業調査の結果をもとに、11月～12月にかけて3事業所に企業ヒ
アリングを実施しました。

・町田市障がい者就労・生活支援センター等の利用者調査では、センターの
支援方法についての良い点と課題点を多数収集することができました。
・企業調査の結果から「仕事の切出し」をテーマに企業ヒアリングを行いま
した。ヒアリング結果を好事例としてまとめ、配布しやすいようパンフレッ
トを製作しました。

当初予定していた調査報告書の作成に留まらず、
企業ヒアリングの結果については活用を見据えて
パンフレットを製作することができました。

290,180円

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

－ 調査内容検討 調査実施・分析 調査結果の活用

障がいがある人の就労と、働き続けるための支援をよりいっそうすすめま
す。

障がいがある人の就労に関する実態調査

地域福祉部　障がい福祉課

実態調査（2019年度・暮らしの状況・生活の困り事に関する調査）では、障害福祉サー
ビス未利用者の就労支援のニーズが高いこと、一般企業で働く障がいがある人が仕事や収
入の面で差別や偏見を感じていることがわかりました。
そこで、障がいがある人と企業や公的機関に対して障がい者雇用に関する調査をおこな
い、一般就労と職場定着のために必要とされていることについて把握します。

現状値 目標値
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事業名

所管課

事業概要

取り組み
内容

取り組んだ
ことによる

成果

評価 ○
評価の理由
※◎と△
のみ

事業費

2022年度の実績を
ふまえた2023年度の

課題

就労希望者はさらに増加しており、障がい者就労・生活支援センターを中心
とした支援機関や事業所等のより強固な連携体制が望まれます。また、参加
者アンケートでは、意見交換をしたい他機関（他サービスや企業、社協、特
別支援学校、医療機関等）や希望するテーマ（他機関とのさらなる連携、リ
ワーク、短時間労働等）について意見があったため、2023年度の内容を検
討するにあたり参考にしていきます。

2023年度の取組み
内容・スケジュール

毎月実施している「障がい者就労・生活支援センター連絡会」の中で、
2023年度の開催時期（夏、秋の2回）や内容を検討します。
センター連絡会で2022年度の振返りを行った後、必要に応じて他の機関も
参加いただくための調整等を行います。

実績報告

2022年度

11月15日に「一般就労に関する支援機関連絡会」を集合形式で開催し、障
がい者就労・生活支援センターりんく・レッツ、就労移行・定着支援事業所
11箇所、計画相談機能を持つ障がい者支援センター3箇所が参加しました。
生活面での支援における課題事例について、りんく、レッツを中心とした
「自分の事業所ではどうするか」「どんな視点での支援策が必要か」といっ
た切口でのグループディスカッションを実施し、事業所間で共有しました。

「一般就労に関する支援機関連絡会」を1回開催し、目標値を達成できまし
た。連絡会の満足度（満足、やや満足、やや不満、不満の4段階評価）は、
参加16団体中11団体が満足、残りの5団体がやや満足との回答をいただき
ました。参加者アンケートでは、色々な支援機関の立場から事例について話
し合いが行えてよかった、顔を合わせてのグループワークは意義があったな
どのご意見がありました。

－

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

－ 会議体制の検討 会議１回 会議２回

障がい者就労・生活支援センター等を中心とした、支援機関の強固な連携体
制の構築に向けとりくみます。

障がい者就労・生活支援センター等を中心とした連携強化会議

地域福祉部　障がい福祉課

障がい者就労・生活支援センター等の支援機関では、地域の障がい者支援センターやハ
ローワーク、障害福祉サービス事業所、特別支援学校など、様々な機関と連携をとりなが
ら支援をおこなっています。各機関との連携を強化するために、会議を活用して情報共有
のあり方や支援のつなぎ方のルールの検討などをおこない、支援力の向上を目指します。

現状値 目標値

9



重点施策
9

計画冊子
40ページ

事業名

所管課

事業概要

取り組み
内容

取り組んだ
ことによる

成果

評価 ○
評価の理由
※◎と△
のみ

事業費

2022年度の実績を
ふまえた2023年度の

課題

2023年度の取組み
内容・スケジュール

年３回の連絡会を開催予定です。1回目は6月に研修会を開催します。

コロナ禍でリモート開催となり、利便性は向上しましたが、対面開催を希望
する声も上がっています。開催方法について検討していきます。

実績報告

2022年度

年３回連絡会を開催しました。6月24日の研修会では、社会福祉法人を運営
している学識経験者を講師として研修会を開き、障がい者への重層型支援や
地域共生社会に向けた包括的課題についての講演会と、包括的な支援が必要
なケースとして、80・50問題等をテーマに相談支援従事者とグループワー
クを行いました。11月28日と1月31日には事例検討会を実施しました（児
童、知的障がい、知的障がいの方の緊急時の3事例）。

今まで支援したことがない障がい種別や緊急時についての相談事例を共有す
ることで、相談の幅が広がりました。緊急時や80・50問題に対する課題に
ついて情報を共有したことで、「通常時から緊急時を想定した計画の策定や
サービスの利用をしていくことの大切さを再確認できた」との声が聞かれま
した。
また、リモートではありましたが、各相談事業所が様々な視点から活発に情
報交換・事例検討を行い、相談能力の向上につながりました。

－

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

市・地域障がい者支援
センター・相談支援

事業所が協働した研修・
連絡会の開催　年３回

市・地域障がい者支援
センター・相談支援

事業所が協働した研修・
連絡会の開催　年３回

市・地域障がい者支援
センター・相談支援

事業所が協働した研修・
連絡会の開催　年３回

市・地域障がい者支援
センター・相談支援

事業所が協働した研修・
連絡会の開催　年３回

障がい者支援センターと民間の相談支援事業所の支援力のさらなる向上に引
き続きとりくんでいきます。

相談支援体制の強化

地域福祉部　障がい福祉課

町田市の特徴である5つの障がい者支援センターを相談支援体制の中核としながら、市と
民間相談支援事業者の3者が協働して研修・連絡会を開催し、総合的に問題解決ができ
る、切れ目のない支援のための相談支援体制の強化を図ります。

現状値 目標値

10



重点施策
１0

計画冊子
41ページ

事業名

所管課

事業概要

取り組み
内容

取り組んだ
ことによる

成果

評価 ○
評価の理由
※◎と△
のみ

事業費

2022年度の実績を
ふまえた2023年度の

課題

緊急対応の必要性を評価してグループ化を行いました。必要度に応じて継続
的な電話連絡を行い、状況確認や必要な機関への引継ぎを行います。

2023年度の取組み
内容・スケジュール

・2022年度の実績課題を継続して行います。
・2023年度上期は、身体手帳所持者について、調査対象者・調査内容を明
確にする予定です。
・2023年度中旬は、書面調査を実施する予定です。
・2023年度下期は、必要に応じた訪問調査を実施する予定です。

実績報告

2022年度

３障がいのうち、自分から必要な支援を求めることが困難であり、孤立化の
リスクが最も高いと考えられる知的障がい者を対象に調査を実施することと
しました。市内在住の18歳以上65歳未満の愛の手帳所持者のうち、障がい
福祉に関する制度等を利用しておらず、必要な情報を得ることに支援が必要
と考えられる方177人を調査対象としました。市役所より電話調査を行うと
いう内容の通知文を事前に郵送して周知を行い、町田市全域を3つに分け１
０月・１１月・１２月に電話調査を実施することにしました。現在の生活状
況や就労状況、年金受給の有無、困っていることや不安なことなどの調査を
実施しました。担当間の情報共有会議を定期的に実施し、緊急対応の必要性
を評価してグループ化を行いました。

電話調査後、必要に応じた訪問（9人）や必要な機関へと繋げる事が出来ま
した。また、現在も相談を受けたり、手続きの手伝いを継続して行っていま
す（57人）。通知文を読み「相談内容を考えた」という人、「何処とも繋
がりがなく不安だったが、いつでも相談が出来る場所が分かって安心した」
という人がいました。

－

ひかり療育園訪問事業に
おける個別ケースへの

訪問支援

①調査方法検討
②－

①調査の実施
②相談支援の実施

①調査の実施
②相談支援の実施

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

80・50問題に象徴されるような、課題を抱えつつも、相談先がわからず孤立を深めてい
る障がいがある人・家庭に対して、基幹相談支援センター（障がい福祉課）・障がい者支
援センターや、その他関係機関が連携して、相談支援活動を行う事業です。この事業を展
開することで、障がいがある人の「親なき後（養護者や生計を支えてきた家族が不在と
なった後）」を見据えた相談支援体制の強化を目指します。
事業の展開にあたっては、①対象となる障がいがある人・家庭の実態把握、②個別訪問を
含めた相談支援活動の実施、といったとりくみについて、段階的・継続的におこなってい
くこととなります。

現状値 目標値

課題を抱え、孤立している障がいがある人・家庭に対する情報提供や相談支
援、訪問支援をおこなっていきます。

課題を抱え孤立している障がいがある人・家庭への相談支援

地域福祉部　障がい福祉課（2021年度　ひかり療育園）

11



重点施策
11

計画冊子
46ページ

事業名

所管課

事業概要

取り組み
内容

取り組んだ
ことによる

成果

評価 ○
評価の理由
※◎と△
のみ

事業費

2022年度の実績を
ふまえた2023年度の

課題

・ヒアリングを行った事業所は2事業所とも稼働率が比較的高かったため、
稼働率の低い事業所の状況を分析するとともに、利用ニーズについて改めて
検証する必要があります。
・2022年度に相談があった4件については、2022年度中に開設、増床に
至っていません。そのため、短期入所受入数については前年度からの増減は
ありません。

2023年度の取組み
内容・スケジュール

他サービスの開設相談があった際には、引き続き、短期入所の開設促進に取
り組みます。

実績報告

2022年度

・短期入所事業所2箇所にヒアリングを実施しました。
・町田市ホームページの事業者向けページに、短期入所のニーズがあること
を記載しました。
・グループホームの開設相談時に、町田市として短期入所施設の新規開設を
求めていることを伝え、短期入所施設の必要性の理解を推進しました。

短期入所の開設や増床の相談が4件ありました。
グループホーム開設相談事業者に、短期入所の必要性について一定の理解は
得られているものと認識しています。

－

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

施設開設相談時における
開設促進

実施 実施 実施・検証

障がいがある人を支えている家族に対しての相談支援の充実や、レスパイト
ケアを行う事業所の基盤整備等に引き続きとりくんでいきます。

短期入所事業所の基盤整備

地域福祉部　障がい福祉課

短期入所（ショートステイ）は、自宅で介護する家族が病気の場合や、自立生活に向けた
体験をする場合などに、施設等に短期間入所し、支援を受けるサービスです。前計画期間
中に短期入所事業所は増加していますが、地域によって事業所の数に偏りがある、重度の
障がいがある人が利用できる事業所が少ないなどの課題があり、全ての人が短期入所を利
用しやすい状況にはなっていません。自宅から短時間の移動で利用できる、身近な場所の
サービス基盤が整備されることを目標に、①地域ごとの利用状況やニーズの分析、②地域
ニーズを踏まえた開設促進にとりくみます。

現状値 目標値

12



重点施策
１2

計画冊子
48ページ

事業名

所管課

事業概要

取り組み
内容

取り組んだ
ことによる

成果

評価 ○
評価の理由
※◎と△
のみ

事業費

障がいがあっても安心して地域の医療機関を受診できるよう、医療機関に対
して障害者差別解消法の周知などをおこない、合理的配慮などの協力を求め
ます。

医療機関に対する障害者差別解消法の周知

保健所　保健総務課

医療機関の新規開設や変更等に伴う立入検査の機会を利用し、配布物等を活用した障害者
差別解消法の周知や合理的配慮への理解を求めていきます。

現状値 目標値

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

実施 実施 実施 実施

－

実績報告

2022年度

診療所25件、施術所18件に対し、厚生労働省「平成29年度障害者総合福祉
推進事業」の一環として発行されたパンプレット「医療機関における障害者
への合理的配慮事例集」を活用し、パンフレットに掲載されている“配慮の
エピソード”の一例を紹介しながら合理的配慮への理解を求めました。
（例：「肢体不自由の方に対し、受付係員がカウンターの外に出て対応」、
「視覚障害のある方に対し、事務職員が代わりに記入」等）

保健所の説明に対し、医療機関側からの質問等は特段ありませんが、医療機
関の反応から、一定の理解は得られているものと認識しています。

2022年度の実績を
ふまえた2023年度の

課題

法の目的や主旨に関する説明が記載されたA4版１枚程度の簡単なパンフ
レットがあるとより周知がしやすいですが、立入検査には時間的な制約もあ
り、現状以上の対応を行うのは難しい状況です。引き続き医療機関の理解が
得られるよう、丁寧な説明を心掛けたいと思います。

2023年度の取組み
内容・スケジュール

引き続き、医療機関への立入検査の機会を利用し、配布物を活用した法に基
づく合理的配慮への理解を求めていきます。

13



重点施策
13

計画冊子
52ページ

事業名

所管課

事業概要

取り組み
内容

取り組んだ
ことによる

成果

評価 ○
評価の理由
※◎と△
のみ

事業費

2022年度の実績を
ふまえた2023年度の

課題

情報保障として、手話通訳者の派遣だけでなく筆談やＵＤトーク等のツール
があることについて理解が広がっていないため、より周知を図っていきま
す。

2023年度の取組み
内容・スケジュール

今後も事業者側に合理的配慮の義務があるものに関しては、事業者側で情報
保障を行ってほしい旨の案内をしていきます。

実績報告

2022年度

各事業者や依頼者には東京都の差別解消条例の主旨や内容を伝えるととも
に、内容や状況によって筆談やＵＤトーク、耳の聞こえない方との連絡方法
として電話リレーサービス等についても情報保障の手段となることを案内す
ることで、聴覚障がいがある方のより様々な場所での円滑なコミュニケｰ
ションの確保を図りました。

－

各事業者や依頼者から４件の派遣依頼の相談があったため、東京都の差別解
消条例の主旨や内容を伝え、各事業者に情報保障の義務があることを理解し
ていただけるよう説明しました。

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

一部の機関に実施 範囲を広げて実施 継続実施 継続実施

市役所の窓口だけでなく、病院や金融機関、商業施設など、さまざまな場所
で必要な情報が得られ、コミュニケーションをとりやすくなるよう、制度や
ツールなどの普及啓発をおこないます。

手話通訳の普及促進

地域福祉部　障がい福祉課

2018年に施行された「東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例」に
より、東京都内では、事業者の合理的配慮の提供が義務化されています。
聴覚障がいがある人が手話通訳を必要とする場合には、市から各事業者に対し、手話通訳
者の設置を要請しています。これまで要請の対象を警察や裁判所、学校、病院など人権や
生命にかかわる機関に限定していましたが、金融機関、商業施設などにも範囲を広げ手話
通訳者の設置を要請していきます。

現状値 目標値

14



重点施策
１4

計画冊子
53ページ

事業名

所管課

事業概要

取り組み
内容

取り組んだ
ことによる

成果

評価 ○
評価の理由
※◎と△
のみ

事業費

発行物の作成や情報提供をおこなう際は、障がいや疾病に対応したかたちで
情報提供するなど、障がいがある人が情報を取得しやすくなるようにとりく
みます。

市からの情報発信のバリアフリー化推進事業

地域福祉部　福祉総務課

だれもが必要なときに必要な情報を得られるよう、職員向けに情報発信のルールをまとめ
たマニュアル「印刷物等のユニバーサルデザインルールブック」等を活用し、さらなる職
員の意識醸成を図ります。また、本取組を通じて、市民等に「情報発信のバリアフリー
化」のとりくみを広く情報提供できるよう検討をすすめます。

現状値 目標値

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

職員への周知 職員への周知を促進
職員への周知を促進・
市民等への本取組の
情報提供方法を検討

職員への周知を促進・
市民等への本取組の
情報提供を実施

－

実績報告

2022年度

４月の新規採用職員研修において、新規採用職員５６名に対し情報のバリア
フリー・ユニバーサルデザインを説明し、意識醸成を図りました。また、
2022年度に策定した「まちだユニバーサル社会推進計画（第３次町田市福
祉のまちづくり推進計画）」では、「情報のバリアフリー、ユニバーサルデ
ザインの推進」を重点事業とし、「情報発信のバリアフリー化」の取組の周
知を積極的に行うよう位置づけました。

新規採用職員研修により、新規採用職員が市職員として情報のバリアフ
リー・ユニバーサルデザインに取り組めるよう業務におけるルールを周知
し、意識づけをすることができました。また、「まちだユニバーサル社会
推進計画（第３次町田市福祉のまちづくり推進計画）」内で「情報のバリア
フリー、ユニバーサルデザインの推進」を重点事業に位置づけ、関係部署へ
啓発意識を高めることができました。

2022年度の実績を
ふまえた2023年度の

課題

新規採用職員だけでなく市職員全体への周知方法を検討・促進するほか、市
民等への「情報発信のバリアフリー化」の積極的な周知を行うため、市民・
事業者向けの情報バリアフリー啓発冊子である「情報バリアフリーハンド
ブック」及び「印刷物等のユニバーサルデザインルールブック」の全面改訂
に取り組む必要があります。

2023年度の取組み
内容・スケジュール

町田市福祉のまちづくり推進協議会を開催し、市民・事業者向けの情報バリ
アフリー啓発冊子である「情報バリアフリーハンドブック」及び「印刷物等
のユニバーサルデザインルールブック」の全面改訂の内容検討を行い、素案
を作成します。

15



重点施策
15

計画冊子
53ページ

事業名

所管課

事業概要

取り組み
内容

取り組んだ
ことによる

成果

評価 ○
評価の理由
※◎と△
のみ

事業費

2022年度の実績を
ふまえた2023年度の

課題
引き続きチラシを使った周知を継続し、効果を検証します。

2023年度の取組み
内容・スケジュール

検証結果をもとに、内容をブラッシュアップします。さらに、周知の方法を
検討します。

実績報告

2022年度

精神障がい者の手帳の交付、自立支援医療（精神通院）の申請手続きの際に
配布するチラシについて、精神障がい用の案内の表現を検討し、作成しまし
た。

精神者障害者保健福祉手帳、自立支援医療（精神通院）の窓口受付の際に、
サービスについての質問に対してチラシを用いて説明を行います。また、手
帳の新規取得者、転入者に対しては、手帳受取に関する通知の際に封入し、
障害福祉サービスを周知することができました。

－

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

限定的な実施 対象者拡大の検討・実施 継続実施 継続実施

障害者手帳をもっていない人や、サービスや支援機関を利用していない人も
情報を取得しやすいよう、わかりやすい内容での情報提供につとめます。

サービス・支援機関等の情報提供事業

地域福祉部　障がい福祉課

障がい福祉課での手続きの際に、利用可能なサービスや支援機関等の案内を配布します。

現状値 目標値

16



重点施策
１6

計画冊子
58ページ

事業名

所管課

事業概要

取り組み
内容

取り組んだ
ことによる

成果

評価 ○
評価の理由
※◎と△
のみ

事業費

障がいがある人の避難施設における生活環境を保護し、適切なケアをおこな
えるようにとりくみます。

避難体制の充実

防災安全部　防災課

2019年10月に発生した「令和元年東日本台風」は、日本各地で甚大な被害をもたら
し、町田市でも3,000人を超える避難者が発生しました。また、新型コロナウイルス感染
症の影響により、避難施設における感染症対策が急務となっています。
避難施設開設数や配置を見直し、一般の避難施設における感染症対策を実施するととも
に、障がいがある人の滞在スペースを確保するなど、避難体制の充実にとりくみます。

現状値 目標値

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

避難体制充実のための
モデルマニュアル策定、

周知

他の地域での災害時の
状況や、町田市における
防災訓練等の状況を
見極め、マニュアルの
内容を見直し修正

他の地域での災害時の
状況や、町田市における
防災訓練等の状況を
見極め、マニュアルの
内容を見直し修正

他の地域での災害時の
状況や、町田市における
防災訓練等の状況を
見極め、マニュアルの
内容を見直し修正

－

実績報告

2022年度

具体的な要配慮者の滞在スペースについて定めた避難施設データベースを、
各避難施設開設・運営担当対策部及び町田市指定職員と周知・情報共有を図
りました。加えて、地域との接点である避難施設関係者連絡会を70避難施
設で開催し、自主防災組織等の地域住民へ周知・情報共有しました。また、
障がいがある人やその保護者、学校関係者に向けた防災講話を通じて、周
知・情報共有を行いました。

町田市風水害時避難施設開設・運営モデルマニュアル及び町田市避難施設感
染症防止対策マニュアルや具体的な要配慮者の滞在スペースについて定めた
避難施設データベースを、各避難施設開設・運営担当対策部及び町田市指定
職員と共有することで、円滑な避難施設の開設・運営を図ることができまし
た。また、障がいがある人やその保護者、学校関係者に向けた防災講話（2
回）や防災懇談会（１回）を通じて、障がい当事者との意見交換を行うこと
ができました。

2022年度の実績を
ふまえた2023年度の

課題

障がいがある人や、自主防災組織等の地域住民への周知・情報共有のほか、
避難施設で生活するうえでの合理的な配慮の提供が求められています。

2023年度の取組み
内容・スケジュール

引き続き、地域との接点である避難施設関係者連絡会及び開設訓練を実施
し、自主防災組織等の地域住民へ周知・情報共有します。また、障がいがあ
る人やその保護者、学校関係者に向けた防災講話や防災懇談会を通じて、周
知・情報共有を行います。

17



重点施策
17

計画冊子
63ページ

事業名

所管課

事業概要

取り組み
内容

取り組んだ
ことによる

成果

評価 ◎
評価の理由
※◎と△
のみ

事業費

2022年度の実績を
ふまえた2023年度の

課題

・まとめた（仮称）町田市障がい者差別解消条例の骨子案や、収集した差別
事例を基に、条例内容の検討を進めていきます。
・条例施行後の条例周知や障がいへの理解促進、普及啓発の取組みが課題と
なります。

2023年度の取組み
内容・スケジュール

・（仮称）障がい者差別解消条例検討部会（全5回）を開催し、2024年4月
の条例施行に向けて内容検討を行います。
・条例施行後の条例周知や障がいへの理解促進、普及啓発の取組みについて
検討します。

実績報告

2022年度

「町田市障がい者差別解消条例検討ワーキンググループ」を3回開催し、
（仮称）町田市障がい者差別解消条例の骨子案を作成しました。また、条例
を制定するにあたり、障がいを理由とした差別の実態を把握するため、障が
い当事者団体、障がい児者親の会、障がい者福祉施設、特別支援学校など２
１の代表団体に差別事例の収集を目的としたアンケート調査及びヒアリング
調査を実施しました。

・（仮称）町田市障がい者差別解消条例の骨子案をまとめました。
・障がいを理由とした差別事例アンケート及びヒアリング調査の結果、552
通の回答をいただき、612件の事例を収集することができました。

差別事例アンケートの実施や町田市障がい者差別
解消条例検討ワーキンググループでの意見交換な
どにより、障がい者差別に関する知識を深めるこ
とができました。また、予定を前倒して2022年
度から条例の検討を進めました。

－

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

－
条例制定に向けた

情報収集
条例の検討体制等に

ついての検討
条例検討・制定
※2024年度施行

障がい者差別を解消するための条例を制定します。

障がい者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例制定

地域福祉部　障がい福祉課

障がいがある人への理解促進と差別解消の推進を目的として、「障害を理由とする差別の
解消の推進に関する法律」及び「東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する
条例」を踏まえた町田市の条例を制定します。

現状値 目標値
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重点施策
18

計画冊子
66ページ

事業名

所管課

事業概要

取り組み
内容

取り組んだ
ことによる

成果

評価 ○
評価の理由
※◎と△
のみ

事業費

2022年度の実績を
ふまえた2023年度の

課題

今後も情報保障として障がい福祉課に手話通訳者を常駐させるとともに、
UDトークや筆談などの情報保障手段の周知に努めていきます。

2023年度の取組み
内容・スケジュール

今後も、聴覚障がいがある人からのご依頼及び担当課からの依頼があれば通
訳者を派遣していきます。
通訳者の派遣依頼の留意事項について、他部署への周知を行います。

実績報告

2022年度

－

市役所の他部署窓口へ181件手話通訳者を派遣しました。
障がい福祉課に会計年度任用職員として手話通訳者を配置し、当該通訳者が
不在の際には代替の手話通訳者を配置します。

他部署窓口における聴覚障がいがある人の情報保障として年間181件の窓口
での通訳を行うことで、聴覚障がいがある人の日常生活上の円滑なコミュニ
ケーションの確保に努めました。

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

市役所の他部署の
窓口に160件

手話通訳者を派遣

市役所の他部署の
窓口に170件

手話通訳者を派遣

市役所の他部署の
窓口に180件

手話通訳者を派遣

市役所の他部署の
窓口に190件

手話通訳者を派遣

障がいがある人がスムーズに行政手続きができるよう、市は多様な方法を検
討し、適切な配慮と支援をおこないます。

行政窓口における意思疎通の環境整備

地域福祉部　障がい福祉課

聴覚障がいがある人が市役所で行政手続きをする場合に、障がい福祉課から他部署の窓口
に手話通訳者を派遣し、意思疎通を支援します。

現状値 目標値
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重点施策
19

計画冊子
69ページ

事業名

所管課

事業概要

取り組み
内容

取り組んだ
ことによる

成果

評価 ◎
評価の理由
※◎と△
のみ

事業費

2022年度の実績を
ふまえた2023年度の

課題

町田市における（仮称）障がい者差別解消条例の検討状況等も含め、市民だ
けでなく、市職員においてもこれまで以上に障がい理解を推進する必要があ
ります。

2023年度の取組み
内容・スケジュール

・障がい理解に関する啓発を目的とした講演会・イベント等を年２回開催す
る予定です。
・外部講師による職員向けの障がい理解研修を実施予定です。

実績報告

2022年度

・8月20日に障がい理解促進啓発事業として市民フォーラムホールにて
「NHKドラマ『しずかちゃんとパパ』から見える世界～聞こえない人もいる
この街で～」をＮＨＫと共催で開催しました。
・広報まちだ12月1日号の1・2面に障がい者スポーツ大会（11月3日開
催）の紹介や合理的配慮の提供事例等の記事を掲載しました。
・障害者週間（12月5日から9日まで）にあわせて市庁舎1階イベントスタ
ジオで市内の障がい福祉施設で制作された絵画や陶芸品などを展示する「み
んな笑顔の展覧会」を開催しました。
・12月9日から1月11日まで、中央図書館5階にて障がいに関する図書を展
示しました。
・12月12日から12月23日まで、町田市全職員（会計年度任用職員・学校
含む）を対象として、障がい理解に関するｅ-ラーニングを実施しました。

イベント、広報まちだ、図書館での図書展示や職員向けｅ-ラーニングを実
施するなど様々な方法で障がい理解促進啓発活動を行いました。ＮＨＫ共催
イベントでは参加者アンケートの91％が「満足」「やや満足」との評価を
得ることができ、イベントを通じて障がい理解の促進啓発ができました。ま
た、町田市職員を対象としてｅ-ラーニングを実施したことで、職員にも障
がいに関する理解促進を図ることができました。回答率はほぼ100％でした
（e-ラーニング非対応環境の職場もあったため）。

障がい理解啓発に係る市のイベントをNHKと共催
するのは全国的に初めての取り組みであり、NHK
番組と自治体が共催する先駆けとなりました。当
該イベントには市内の中学生も参加し、理解啓発
に繋がりました。

171,429円

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

実施 実施 実施 実施

市民・事業者・関係機関等の障がい理解がひろがるよう引き続き、あらゆる
機会・媒体を通じた普及啓発にとりくみます。

理解促進研修・啓発事業

地域福祉部　障がい福祉課

障がいがある人や障がい者差別に関する法律等の理解を促進するために、講演会や研修の
開催、印刷物の作成・配布など、あらゆる機会・媒体を通じた啓発活動をおこないます。

現状値 目標値
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重点施策
20

計画冊子
69ページ

事業名

所管課

事業概要

取り組み
内容

取り組んだ
ことによる

成果

評価 ○
評価の理由
※◎と△
のみ

事業費

2022年度の実績を
ふまえた2023年度の

課題

グループホームとの意見交換や、生活介護事業所への聞き取りを通じて支援
人材の確保・定着・育成は障がい福祉業界全体の重大な課題であることがわ
かりました。

2023年度の取組み
内容・スケジュール

慢性的な支援人材不足を改善するため、短期的・長期的な取り組みを検討し
ていきます。

実績報告

2022年度

・7月に町田市社会福祉協議会と支援人材対策について意見交換を行い、9
月にグループホームとの意見交換や生活介護事業所への聞き取りを行いまし
た。人材確保・育成における現状と課題から、事業内容の検討を進めまし
た。
・8月18日に「福祉しごと相談・面接会」を町田市社会福祉協議会との共催
で開催しました。
・東京都福祉保健局及び東京都福祉保健財団へ各所管研修の町田市内開催を
打診・要望しました。
・グループホームとの意見交換や、生活介護事業所への聞き取りを通じて人
材確保・定着・育成における現状や課題を確認しました。

・東京都福祉保健局及び東京都福祉保健財団の障がい福祉に関する研修の町
田市内での開催を調整しましたが、町田市内での開催は困難であり指定され
た場所で受講する必要があることがわかりました。
・人材が定着しづらいため、十分な支援力を有した人材の育成が困難である
ことがわかりました。

－

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

－
方策と事業内容の
検討体制の準備

方策と事業内容の検討 方策の策定

市や事業所、関係機関がそれぞれの強みを生かして協働し、人材確保・育成
等につながるとりくみの実施に向け検討します。

支援人材対策事業

地域福祉部　障がい福祉課

支援人材の確保のための方策を検討します。また質の高い支援のための人材育成につなが
るとりくみについて、事業所や関係機関をまじえた事業内容の検討をおこないます。

現状値 目標値
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資料４-２

障がい者計画部会
NO ページ 分野 事業名 所管課 意見の内容 意見に対する回答

1 P2
1　学び、文化芸
術、スポーツ活
動のこと

小学生を対象と
した障がい者ス
ポーツ体験教室
開催

スポーツ振興課

・2023年度は16校でパラバドミントン体験会
を実施予定となっているが、これは前年度
と同じ学校からの参加が多いのか。それと
も新規の学校もあるのか。

・前年度も参加実績があるのが9校、新規
参加が7校です。

2 P2
1　学び、文化芸
術、スポーツ活
動のこと

小学生を対象と
した障がい者ス
ポーツ体験教室
開催

スポーツ振興課
・パラバドミントン以外に普及啓発を行って
いるパラスポーツはあるか。

・パラバドミントン以外のパラスポーツの普
及啓発として、ブラインドサッカー体験会や
ボッチャ体験会も開催しています。

3 P3
1　学び、文化芸
術、スポーツ活
動のこと

障がいがある人
の学習成果を発
表する場の充実

生涯学習セン
ター

・2023年度は肢体不自由の方が対象となっ
ているが、重度の障がいがある人は対象と
想定されていないように思う。今後、重度
化していく障がいがある人の生涯学習につ
いて、検討していることがあれば教えてほ
しい。

・肢体不自由の方を主とした学習講座を開
くのは、今回が初めての試みであり、来年
度以降の講座内容も未定のため、いただ
いたご意見を参考にしながら、今後の取り
組み内容を検討します。

4 P6 2　暮らすこと

重い障がいがあ
る人が利用でき
るグループホー
ムのあり方の検
討（会議の実施）

障がい福祉課

・2022年度開催された会議に参加したが、
どのグループホームからも、重い障がいが
ある人への専門的な対応が可能な職員配
置の難しさや、医療連携の体制、根本的な
人手不足等の意見があった。
・2023年度の目標値が「検討に基づいた施
策の実施」となっているにも関わらず、2023
年度の取り組みスケジュールは「検討」にと
どまっている。実施に向けた施策の検討を
行っていく方向で内容を修正すべき。

・会議でいただいたご意見もを受け、課題と
して現状を認識していますが、課題に対す
る効果的な施策の策定には至っておらず、
引き続き施設への訪問・調査を実施しなが
ら、施策の実施に向けて検討していきたい
と考えています。

5 P8
3　日中活動・働
くこと

障がいがある人
の就労に関する
実態調査

障がい福祉課

・企業や地方公共団体で、マッサージによ
る職員の健康増進を目的として、視覚障が
いがある人を「ヘルスキーパー（企業内理
療師）」として雇用する運動があるが、町田
市でもそういった雇用はあるのか。

・現在、町田市では「ヘルスキーパー」の雇
用は行っていません。

6 P8
3　日中活動・働
くこと

障がいがある人
の就労に関する
実態調査

障がい福祉課

・就労支援センターも忙しいようで、職場訪
問がされないとの声を聞いたことがある。
今回実施した「就労に関する実態調査」で
は、センターの利用者が対象となっていた
が、センターで働いている職員側の実情に
ついても調査し、利用者の支援につなげて
ほしい。

・センターの登録者がかなり増えている中
で、どのような対応が必要か、市職員や町
田の丘学園の教職員等を含めたセンター
連絡会を通じて引き続き検討します。

7 P9
3　日中活動・働
くこと

障がい者就労・
生活支援セン
ター等を中心とし
た連携強化会議

障がい福祉課

・働く障がい者も段々と高齢化し、60歳以
上の方にも雇用支援が必要となってきてい
る。就労・生活支援センターからは、60歳以
上は障がい分野ではなく高齢分野ではな
いかと言われてしまったが、60歳以上の雇
用支援もしてほしい。

・センターでは、登録利用者のおおよその
目安としていますが、65歳を過ぎても障害
福祉サービスは利用できます。

8 P10 4　相談すること
相談支援体制の
強化

障がい福祉課
・事業概要に書かれている「３者」とは誰を
指すのか。

・町田市、障がい者支援センター、相談支
援事業者のことです。

9 P12
5　家庭を築くこ
と・家族を支える
こと

短期入所事業所
の基盤整備

障がい福祉課

・2022年度の取り組みを見ると、2事業所に
ヒアリングを行い、4件の開設相談があった
が、結果として開設には至っていない。した
がって、評価は「△」の方が良いのではな
いか。
・2023年度の目標値が「実施・検証」となっ
ているのに対して、今年度の取組みのスケ
ジュールの内容が足りないのではないか。
事業所を増やすための手立てを入れてほ
しい。
・グループホーム利用者の中には、かなり
ストレスが溜まっている方もおり、それはグ
ループホームの支援力不足だけではなく、
短期入所により少しずつ家族と離れて生活
する訓練をすることなく、突然グループホー
ムに入所したことも原因として考えられる。
短期入所事業所は全然増えないので、ぜ
ひ開設促進に取り組んでほしい。

・開設相談があった4件の現在の状況を確
認したところ、うち1件は開設する方向で準
備を進めているとのことです。引き続き施
設開設相談時の開設促進を行いながら、こ
れまでの取組みの効果検証についても検
討します。

計画の振返りについての各部会からの意見
（町田市障がい者プラン21-26　重点施策における2021年度実績）

1 ページ
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10 P13
6　保健・医療の
こと

医療機関に対す
る障害者差別解
消法の周知

保健総務課

・昨年度も意見を出したが、変化が見られ
ず、保護者からも昨年度同様のご意見を
伺っている（障がいがない兄には診察券を
渡し、障がいがある弟には渡さない等）。
・医療機関の無理解について、病院側への
アプローチと同時に、受診している障がい
がある人の声を聞かないと変わらないので
はないか。

・所管課にご意見としてお伝えをいたします
が、医療機関に対するご意見については、
町田市保健所の医療に関する相談窓口
「町田市医療安全相談窓口」や「東京都患
者の声相談窓口」などの相談窓口が設置
されています。
・2024年には町田市で障がいを理由とした
差別をなくすための条例が施行予定となっ
ているため、条例に基づいて更なる取り組
みを検討します。

11 P15
7　情報アクセシ
ビリティのこと

市からの情報発
信のバリアフリー
化推進事業

障がい福祉課

・町田市が毎年発行している「障がい者
サービスガイドブック」は非常にわかりにく
く、随分前から構成が変わっていない。他
市では、わかりやすいアプリや、「やさしい
日本語」で書かれたものがあるので、色々
な情報提供の際に参考にしてほしい。

・ご意見を参考にさせていただきながら、よ
り見やすく、わかりやすい表記を検討しま
す。

12 P15
7　情報アクセシ
ビリティのこと

市からの情報発
信のバリアフリー
化推進事業

障がい福祉課

・取り組み内容に記載のあったチラシを窓
口でもらったが、白黒のプリントだった。予
算の問題もあると思うが、他市ではイラスト
を多用し、ふりがながあり、カラーで作成さ
れているため、一目でサービスがわかるも
のがある。ぜひ参考にしてほしい。
・手帳を持っていない人やサービスを知ら
ない人にご案内ができると良いと思う。

・ご意見として伺います。

13 P15
7　情報アクセシ
ビリティのこと

市からの情報発
信のバリアフリー
化推進事業

障がい福祉課

・情報発信のバリアフリー化として、紙媒体
だけでなく、アプリやAI化、読み上げ機能な
どの活用を市役所全体として進めてほし
い。

・ご意見として伺います。

14 P17
8　生活環境と安
全・安心のこと

避難体制の充実 防災課
・町田市内の要配慮者の人数を出したうえ
で、避難施設の確保を行っているのか。

・人数を算出したうえで、防災計画等を作
成しています。なお、2022年度の町田市に
おける「避難行動要支援者」の対象者数
は、12,566名です。

15 P17
8　生活環境と安
全・安心のこと

避難体制の充実 防災課

・避難施設データベースに具体的な要配慮
者の滞在スペースを定めたと記載がある
が、ここには自閉症の方のクールダウン
ルームも含まれているのか。

・不特定多数の方が避難されることを想定
しているため、要配慮者の滞在スペースに
ついて特定の使い方は定めていません。
ただし、実際に自閉症の方が避難された際
には、滞在スペースや屋内用テントを活用
し、クールダウンルームを設けることも想定
しています。

16 P18
9　差別をなくす
こと・権利を守る
こと

障がい者への理
解促進及び差別
解消の推進に関
する条例制定

障がい福祉課

・昨年度実施した差別事例アンケートの結
果を読んで、身近な交通機関でも様々な事
例があることがわかった。ぜひ公共交通機
関にもアンケート結果を届け、社員教育な
どに活かしてほしい。

・今年度設置した条例検討のための専門
部会「（仮称）障がい者差別解消検討部会」
では、公共交通機関からも委員を推薦いた
だいています。アンケート結果の共有も行
いながら、一緒になって条例の検討を引き
続き進めていきたいます。

17 P20
11　理解・協働の
こと

理解促進研修・
啓発事業

障がい福祉課

・世界自閉症デイの時には市庁舎のブ
ルーライトアップをしているが、発達障がい
支援週間でも図書館で発達障がいに関す
る本を展示などの取り組みを行ってほし
い。

・今度の取り組み内容として検討します。

18 P21
11　理解・協働の
こと

支援人材対策事
業

障がい福祉課

・グループホームの人材不足は深刻な問
題であり、募集をかけても応募がほとんど
来ない現状。社会福祉協議会で実施して
いる「福祉のしごと相談・面接会」がある
が、それだけではいけない。
・2023年度の目標値が「方策の策定」であ
るのに対し、2023年度の取組みスケジュー
ルが「検討」にとどまっている。今年度中に
実施できなくても、次の3か年までの方策を
決められれば良いと思うので、検討してほ
しい。

・重度のグループホームのヒアリング等、
現場の声を聞き、実態の把握をするほど、
難しい問題であると感じるところです。町田
市だけ、福祉だけに限定した問題ではな
く、社会全体としての問題であるため、皆様
からご意見をいただきながら方策を検討し
ます。

2 ページ
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19 P21
11　理解・協働の
こと

支援人材対策事
業

障がい福祉課

・人材の定着については、事業所や働いて
いる人の事情があるため市が介入しづらい
と思うが、人材の確保であれば、補助金と
いう形で支援できるのではないか。大手採
用サイトに募集を掲載するだけで、約30万
円くらいかかり、それだけのお金をかけら
れない事業所も沢山ある。市が出来ること
は何かと考えると、補助金を出すしかない
ように思う。

・ご意見として伺います。

就労・生活支援部会

NO ページ 分野 事業名 所管課 意見の内容 意見に対する回答

1 P8
3　日中活動・働
くこと

障がいがある人
の就労に関する
実態調査

障がい福祉課 報告書は何部作成したのか。
・65部作成しています。そのほかに、個人
情報の部分を削除したものをホームページ
に公開しています。

2 P8
3　日中活動・働
くこと

障がいがある人
の就労に関する
実態調査

障がい福祉課

就労・生活支援センターに求められている
ものは就労以外の部分も多く、他の社会資
源等とも連携が必要。チーム支援をしてい
ける体制づくりをどう作っていくか連絡会で
も考えていきたい。

・ご意見として伺います。

3 P8
3　日中活動・働
くこと

障がいがある人
の就労に関する
実態調査

障がい福祉課

市役所の障がい者雇用の実態は、市長部
局、病院、教育を含めた全体でみているた
め、個別の状況が見えにくい。そこを明ら
かにしていくほうが市全体の雇用状況の改
善にもつながるのではないか。

・ご意見として伺います。

4 P8
3　日中活動・働
くこと

障がいがある人
の就労に関する
実態調査

障がい福祉課

すぐに障がい者雇用につなげるのは難し
い。職場体験、見学、実習をやる仕組みづ
くりをしたほうがいい。商工会議所に登録を
している企業に協力を仰ぐのも方法として
あるのではないか。

・ご意見として伺います。

5 P8
3　日中活動・働
くこと

障がいがある人
の就労に関する
実態調査

障がい福祉課

ヒヤリング結果として３つほど切り出しの事
例が出ているが、ほかの業種でも調べられ
るのではないか。蓄積を増やすことで、障
がい者雇用が未経験の企業とのコミュニ
ケーションがとりやすくなるのではないか。

・ご意見のとおり、ほかの業種についても
現状把握に努めていきます。

6 P8
3　日中活動・働
くこと

障がいがある人
の就労に関する
実態調査

障がい福祉課

パンフレットについて、情報量はたっぷりだ
が、これから障がい者雇用を進めようとしち
る企業に目を通してもらえるか気になるとこ
ろだ。
その点を考慮した情報のバージョンアップ
も進めてほしい。バージョンアップを通じて
事例集にしていけるとさらによい。情報の
出し方も、動画の時代なので１～２分程度
の動画にしていくことで、見る側のハードル
も下がるのではないか。

・ご意見を参考にさせていただきながら、事
例集やパンフレットのバージョンアップの仕
方も引き続き検討していきます。

7 P8
3　日中活動・働
くこと

障がいがある人
の就労に関する
実態調査

障がい福祉課
支援機関を知らない企業が50％というのは
今後の解決していくべき課題だろう。

・企業訪問を通じて周知に努めていきま
す。

8 P9
3　日中活動・働
くこと

障がい者就労・
生活支援セン
ター棟を中心とし
た連携強化会議

障がい福祉課
意見交換だけではなく、就労支援のスキル
を全体で上げていくことが、引き続きの課
題だ。

・ご意見として伺います。

3 ページ
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相談支援部会
NO ページ 分野 事業名 所管課 意見の内容 意見に対する回答

1 P4 2　暮らすこと
地域生活支援拠
点等が有する機
能の充実

障がい福祉課

重点施策の「地域生活支援拠点等の整備
および充実をはかり」とあるが、 評価基準
がどのレベルまでを指しているかは分かり
づらい。評価△にある運用状況の検討が
できなかった理由について記載されている
と△の理由付けになるのではないか。

・ご意見として伺います。

2 P4 2　暮らすこと
地域生活支援拠
点等が有する機
能の充実

障がい福祉課
緊急時のフローも検討、作成したため、取
り組みの内容に入れてほしい。

・ご意見として伺います。

3 P4 2　暮らすこと
地域生活支援拠
点等が有する機
能の充実

障がい福祉課

2023 年度の取り組みについて、地域生活
支援拠点の説明を行いとあるが、例えば 6
月の町田市相談支援事業所連絡会で事業
所向けの説明会を実施するなど、スケ
ジュールを具体的に記入してほしい。

・説明会の実施を検討します。

4 P4 2　暮らすこと
地域生活支援拠
点等が有する機
能の充実

障がい福祉課
指定事業所を増やすとあるが、町田市とし
て増やす数を明示してもらえると次の検証
は分かりやすくなると考える。

・ご意見として伺います。

10 P4 2　暮らすこと
地域生活支援拠
点等が有する機
能の充実

障がい福祉課

内容を理解してもらいやすいように、下記
の表のように「成果をあげるべき領域」と
「成果の評価指標」を整理して検討しては
どうか。領域や指標の検討には、障がい者
支援センター連絡会やネットワーク会議等
で出された課題が重要な情報となる。ま
た、目標達成までの工程とスケジュールを
可視化して着実に進捗させる状態をつくる
必要がある。

・ご意見として伺います。

17 P4 2　暮らすこと
地域生活支援拠
点等が有する機
能の充実

障がい福祉課
「運用状況の検証ができなかった」とあるが
今後どうなるのか。

・地域生活支援拠点を指定後、その運用状
況について検証いただきます。

18 P4 2　暮らすこと
地域生活支援拠
点等が有する機
能の充実

障がい福祉課

2022年度に相談支援部会で話し合ったこ
と、取り組んだ内容や成果をもう少し具体
的に書いてもらいたい。22年度の検討内容
と、それを踏まえた23年度の課題としてもら
える整理されて伝わる。町田市障がい者施
策推進協議会に「課題の受け止めをしてく
ださい」と提案したことも反映されるとよい。

・ご意見として伺います。

19 P4 2　暮らすこと
地域生活支援拠
点等が有する機
能の充実

障がい福祉課

町田市障がい者施策推進協議会が、自立
支援協議会を兼ねるとなっているが、自立
支援協議会の役割が十分ではないとの意
見が部会の中であった。地域生活支援拠
点と自立支援協議会の機能については分
けて考えたほうが良い。自立支援協議会を
充実させるべきということを別建てで掲載
すべきである。

・ご意見として伺います。

11 P5 2　暮らすこと

精神障がいにも
対応した地域包
括ケアシステム
構築に向けた保
健・医療・福祉の
連携

障がい福祉課

個別の地域移行支援の事例を通して課題
の把握や解決に向けた協議を継続的に行
う場が必要と考える。課題を掘り下げたう
えで本質を理解して解決を図ることが重要
である。

・ご意見として伺います。

12 P6 2　暮らすこと

重い障がいがあ
る人が利用でき
るグループホー
ムのあり方の検
討

障がい福祉課

現状では、重い障がいや行動障がいがあ
る方が利用できるグループホームが増えて
いない。親の高齢化により家族によるケア
が困難となっているケースが増えるととも
に、本人と家族がかかえる問題は深刻化し
ている。事業概要には「検討を行う」と記載
されているが、検討に時間をかけている状
況ではなく特に重い障がいがある方が利
用できるグループホームの開設を援助する
ことに目標を変更するべきである。援助内
容は、当初の開設相談、施設整備補助に
加えて、土地取得費用補助、建設費補助、
人件費補助を加える必要があると考える。

・ご意見として伺います。

4 ページ
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22 P6 2　暮らすこと

重い障がいあが
る人が利用でき
るグループホー
ムのあり方の検
討（会議の実施）

障がい福祉課

グループホームが町田市にたくさんあるの
に、3つしか見学していないこと、意見交換
会も少数で、聞き取りが甘さを感じる。相談
支援を受けているととグループホームの中
の様々な課題を聞くことある。2023年度は
検討に基づいた施策の実施となっている
が、具体的にどういうことなのかわかりにく
い。

・ご意見として伺います。

13 P7
3　日中活動・働
くこと

既存の事業所の
活用による、重
い障がいがある
人の日中活動の
場の確保方策の
実施

障がい福祉課

事業概要と2023年度の目標値には事業所
支援のあり方の検討することが記載されて
いる。町田の丘学園の生徒の障がいの特
徴から推測される卒業後に利用する日中
活動の場として、生活介護事業所が不足
する状態が継続することが予測されてい
る。事業所支援のあり方を検討することに
とどまる状況ではなく、卒業後に利用可能
な生活介護事業所の新規開設および定員
増を支援するために、土地取得費用、建設
改築費用、職員育成費用を援助することを
目標に加える必要があると考える。

・ご意見として伺います。

14 P10 4　相談すること
相談支援体制の
強化

障がい福祉課

相談支援事業所が活躍できる環境を整え
ていくことが重要な課題である。相談支援
事業所が孤立せずに個別相談支援等につ
いて相談や情報交換をする場があり、活用
されることで支援力向上につながると考え
る。また、相談支援事業所として把握した
地域課題について、主体的に解決を図って
いく場として機能することも重要である。行
政、基幹相談支援センター、障がい者支援
センター、相談支援事業所が協力して相談
支援事業所連絡会のあり方や有効活用を
検討すべきである。

・ご意見として伺います。

20 P10 4　相談すること
相談支援体制の
強化

障がい福祉課

「障がい者支援センターと相談支援事業所
の支援力のさらなる向上」ついては、連携
することによって町田市の支援力の「質の
向上」を最終目標値とするのが良い。支援
力の向上にむけた研修や連絡会など具体
的な提案を見せる。相談支援部会で話され
たことが、事業所や支援センター等で共有
されていると思う。相談支援の核だと思うの
で書き方を工夫してもらいたい。

・ご意見として伺います。

21 P10 4　相談すること
相談支援体制の
強化

障がい福祉課

愛の手帳をもっているが障害福祉サービス
につながっていない人にアプローチした取
り組みの成果や今後の課題について、な
ぜこの人たちがサービスにつながらなかっ
たのか、年齢層や家族背景などを調査した
と思うが、それらを踏まえて、どういうアナ
ウンスをしたらよいのか、わかりやすい情
報を広げる活動をするにはどうすべきか書
かれていない印象がある。今後は、別の方
法でもアナウンスできるのではないかと
いったようなことも入れてもらいたい。

・ご意見として伺います。

15 P11 4　相談すること
課題を抱え孤立
している障がい
がある人

障がい福祉課

重要な取り組みである。行政、基幹相談支
援センター、障がい者支援センター、子ども
発達支援センター、保健所等が連携して
ニーズの掘り起こしや見守り、社会資源活
用の動機づくり支援などを継続的におこな
うための仕組みの確立を目指し検討すべ
きである。

・ご意見として伺います。

6 P12
5　家庭を築くこ
と・家族を支える
こと

短期入所事業所
の基盤整備

障がい福祉課

短期入所の基盤整備について。緊急時の
対応を考えると地域生活支援拠点の整備
と強くリンクするため、課題に緊急時の受
け皿として整備は必要であり、実際地域生
活支援拠点の中でも連携が密に必要に
なってくる。 そのため、連動性を明記できる
とよい。

・ご意見として伺います。

5 ページ



資料４-２
NO ページ 分野 事業名 所管課 意見の内容 意見に対する回答

7 P13
6　保健・医療の
こと

医療機関に対す
る障がい者差別
解消法の周知

障がい福祉課

①厚労省のパンフレットを使って説明したと
あるが、昨年障がい福祉課で行った差別
事例アンケートでは、特に聴覚障がいの方
から「手話通訳者は診察室に入るなと言わ
れた」「家族を同伴するよう言われた」「筆
記による説明をしてくれない」などの声が寄
せられている。そのような具体例に基づい
た、聴覚障がい者本人にとってよりよいコ
ミュニケーション方法をとるような話はでき
たのか。②事務の方々の理解も重要だが、
特に診察室の中での医師の対応に傷つく
人が多い（障がい種別を越えて）が、医師
も説明の場には参加しているのか。

・ご意見として伺います。

8 P16
7　情報アクセシ
ビリティのこと

サービス・支援機
関等への情報提
供事業

障がい福祉課

「障害者手帳を持っていない人たちへの情
報提供」とあるが、障害者手帳、特に知
的、精神の方々の場合、取得をすることで
「障がい者」というレッテルを貼られることへ
の抵抗感をもつ方が多いように感じる。知
り合い（知的障がい者）も、最後まで手帳取
得に難色を示し、福祉サービスとつながる
ことなく孤独死をしてしまった。「手帳に対
する抵抗感」を緩和・払拭する説明をどの
ように行っているのか知りたい。

・ご意見として伺います。

16 P16
7　情報アクセシ
ビリティのこと

サービス・支援機
関等への情報提
供事業

障がい福祉課

障がい者差別を解消するための条例と関
連させて、まずは市役所内窓口における合
理的配慮の徹底を図る必要がある。目的
別に設置された窓口でできる手続きの内容
を理解して使い分けることが困難な人は多
い。来庁者の来庁目的を深く理解して、適
切な案内や目的達成に必要な社会資源に
つなげるワンストップ窓口の機能を持つべ
きである。その取り組みを民間に広げてい
くとよい。

・ご意見として伺います。

5 その他

計画策定後の検証は重要であり、PDCA
サイクルでのプロセスを踏む必要はある。
重点施策を P 、事業概要を D 、評価を C
、 2023 年度の取り組みは A と考えるが、
町田市障がい者施策推進協議会及び各部
会での主となる意見は次年度の取り組み
に反映されるためと考える。その為、 2022
年度の実績をふまえた 2023 年度の課題
の項目と 2023 年度の取り組み内容・スケ
ジュールの項目の間に【協議会・部会の意
見】の項目を設けるよう提案したい。そのこ
とで課題踏まえた次年度やるべき取り組み
に繋がると考える。

・ご意見として伺います。

9 その他

どのような成果をあげるべきなのか具体的
に書く必要があると考えます。プランに記
載されている目標値は達成状態を表してお
らず、実質的な成果につながりにくいです。
どのような状態を目指すのかを定性化、定
量化した成果目標を設定するために議論
をすべきです。

・ご意見として伺います。

6 ページ



当日配布資料１
（資料１差し替え）

所属 役職 氏名

会長 学校法人　東洋英和女学院大学 名誉教授 石渡　和実

委員 学校法人　桜美林学園 健康福祉学群　准教授 谷内　孝行

委員 学校法人　法政大学 現代福祉学部　教授 佐藤　繭美

委員 学校法人　桜美林学園 健康福祉学群　教授 小泉　広子

委員 町田市医師会 理事 中川　種栄

委員 町田市歯科医師会 副会長 松﨑　重憲

委員 まちされん 会長 小野　浩

委員 町田市社会福祉法人施設等連絡会 副代表 藤井　雅巳

委員 社会福祉法人　町田市社会福祉協議会 常務理事 叶内　昌志

委員 堺地域障がい者支援センター センター長 刑部　輝

委員
町田市障がい者
就労・生活支援センターりんく

センター長 藤本　英理子

委員
町田ヒューマンネットワーク
まちだ在宅障がい者 チェーンの会

理事長 堤　愛子

委員 町田市身体障害者福祉協会 会長 風間　博明

委員 町田市聴覚障害者協会 𠮷本　茂人

委員 町田市障がい児・者「親の会」連絡会 会長 土田　由紀子

委員
特定非営利活動法人
町田市精神障害者さるびあ会

会長 飯長　喜一郎

委員 町田市民生委員児童委員協議会 鶴川第一地区会長 荻野　淳子

委員 町田商工会議所 常議員 陶山　慎治

委員 東京都立町田の丘学園 主幹教諭 萩原　秀朗

委員 町田公共職業安定所 所長 佐々木　暢

町田市障がい者施策推進協議会委員名簿　（2023年6月時点）



氏名

金子　和彦

桒原　康二

山口　庸介

松田　泰幸 

鈴木　崇之

藤田　信行

有田　和子

増田　謙一郎

阿部　勝也

磯村　章彦

藤川　亜衣

樋口　杏奈

勝野　早百合

氏名

由谷

森本

中山

事務局担当者

地域福祉部障がい福祉課　総務係

地域福祉部　障がい福祉課　総務係　担当係長

地域福祉部　障がい福祉課　支援係　担当係長

地域福祉部　障がい福祉課　福祉係　担当係長

地域福祉部　障がい福祉課　支援係　担当係長

地域福祉部　障がい福祉課　福祉係　担当係長

地域福祉部　障がい福祉課　支援係　担当係長

地域福祉部　障がい福祉課　支援係　担当係長

地域福祉部　障がい福祉課　支援係　担当係長

地域福祉部　障がい福祉課　福祉係　係長

町田市　障がい福祉課　事務局職員名簿

地域福祉部　障がい福祉課　支援係　係長

地域福祉部　障がい福祉課　総務係　係長

地域福祉部　障がい福祉課　担当課長

地域福祉部　障がい福祉課　課長

所属・役職
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町田市における個別避難計画の取り組み 

 

１．取り組みの背景 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．「個別避難計画」とは？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３.「個別避難計画」の作成対象者は？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害時の高齢者や障がい者の方などの避難について、事前に備えるための取り組みです 

・昨今多発する自然災害により、全国的に高齢者などの被害が多く発生している中、災害時に

自力での避難ができない方の安全を確保するために、２０２１年５月に災害対策基本法が改

正されました。 

・市では、この法律に基づいて、高齢者や障がい者の方など災害時に自力で避難することが難

しい「避難行動要支援者」の避難を支援するため、「個別避難計画」の作成を推進します。 

個別避難計画とは 

✓災害時にどこに避難するか 

✓誰が支援をするか 

✓避難するときにどのような配慮が必要か 

  

   …等をあらかじめ確認し、記載した計画のことをいいます。 

 

「個別避難計画」は、ご本人を中心に、専門職や地域の方と一緒に作成していきます。 

「避難行動要支援者名簿」に登載された方が作成の対象者となります。 

市では、以下①～④のいずれかに該当する方を「避難行動要支援者名簿」に登載します。 

 

①身体障害者手帳１級及び２級の方 

②愛の手帳１度及び２度の方 

③介護保険要介護認定要介護度３から５の方 

④その他 市長が必要と認める方 
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4.今後のスケジュール（予定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5．モデル地区での個別避難計画作成について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 年度 

8 月：モデル地区での説明会（福祉等の専門職向け）を開催 

9 月：モデル地区での説明会（地域関係者向け）を開催 

2024 年度 

４月：モデル地区で個別避難計画の作成を開始 

（時期未定）：モデル地区での取組を踏まえて、全市的な説明会の開催 

2025 年度 

４月：全市的に計画作成の優先度の高い方から計画作成を開始 

・市では、2024 年度にモデル地区として鶴川地区を対象に個別避難計画の作成を開始

することを予定しています。 

 

・市内の 1 地区でモデル的に作成を開始することで、課題や改善点を洗い出し、 

２０２５年度以降の全市的な実施に向け、取り組み方法を具体化・改善してい

く予定です。 
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(ご参考) 個別避難計画に関するよくあるQ&Aについてご紹介します 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ.そもそも、「避難行動要支援者名簿」とは何でしょうか？ 

Ａ.避難行動要支援者名簿は 、高齢者や障がい者の方など、災害時に自力での避難が難しい方

（避難行動要支援者）について、関係者等による安否確認や避難支援を目的として、市が作

成している名簿です。 

 

 

Ｑ.個別避難計画を作成する事で期待される効果は何でしょうか？ 

Ａ.個別避難計画を作成しておくことで、災害が発生した際に、どう行動すればよいのか、ど

こに避難するのか、どの様に関係者が協力し合えばよいのか等を計画作成を通じて事前に、

本人や家族・関係者間で確認しておくことができます。 

  （ただし、災害時の避難支援を必ず保証するものではなく、法的な義務や責任を負うもの

ではありません。） 

 

 

 

 Ｑ.個人情報の取り扱いに関する同意などはどうなるのでしょうか？ 

Ａ.計画作成に際しては、事前に市より対象者の方に個別避難計画作成を呼びかける周知のため

の資料と「同意確認書」を送ります。 

  この中で、計画作成の意義や具体的な手順などをご紹介した上で、支援を行う関係者に必要

となる情報（要支援者に関する情報）を提供することに同意を得られた方を対象に、計画作成

を進めていきます。 

Ｑ.専門職が作成に関わる場合、作成経費などは発生するのでしょうか？ 

Ａ.専門職が作成に関わる場合の作成経費については、現在市として検討を進めています。 

 現時点では、国の指針や国内の先進事例等から、計画作成を行う専門職に対し、作成経費を

お支払いする想定です。 
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